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『
説
文
解
字
」
巻
十
二
上
に
、
手
に
従
う
字
が
、
「
手
、
拳
也
。
象
形
。

凡
手
之
藁
皆
以
手
。
熾
又
古
文
手
」
の
下
に
、
二
六
四
字
並
べ
ら
れ
て
い

る
。
手
に
領
く
も
の
は
、
掌
・
拇
・
指
•
拳
・
摯
（
腕
）
の
五
字
で
、
こ

れ
ら
は
身
腟
と
し
て
の
手
の
部
位
を
示
す
字
で
あ
る
。
こ
れ
に
績
い
て
、

撒
、
好
手
克
。
詩
日
、
撤
搬
女
手
（
注
1
)
。
以
手
餓
竪
。

製
、
人
替
克
。
以
手
削
竪
。
周
朧
日
、
幅
欲
其
製
（
注
2
)
。

と
、
撤
•
製
の
、
手
臀
の
様
態
を
示
す
字
が
存
す
る
が
、
以
下
、
播
よ
り

最
尾
の
腋
ま
で
の
二
五
七
字
は
、
手
に
よ
る
行
為
の
義
や
、
そ
の
義
よ
り

引
伸
し
た
と
思
わ
れ
る
一
般
的
な
行
為
を
示
す
字
で
あ
る
。
『
説
文
』
手

部
の
ほ
と
ん
ど
は
こ
れ
ら
の
字
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
お
り
、
手
芳
の
義

は
手
を
以
て
す
る
行
為
で
あ
る
と
の
認
識
が
、
後
漠
の
中
期
ま
で
に
確
立

し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
字
が
形
竪

字
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
手
芳
字
は
、
出
土
文
字
資
料
の
中
で
は
比
較
的
後
代

の
も
の
、
即
ち
、
秦
代
の
文
字
の
情
況
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て

手
芳
字
の
成
立
に
つ
い
て

い
る
、
雲
夢
縣
睡
虎
地
出
土
の
竹
簡
（
以
下
、
秦
簡
と
呼
ぶ
）
の
中
に
初

め
て
本
格
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
注
3
)
。
即
ち
、
こ
の

秦
簡
中
に
は
手
芳
字
と
し
て
、

摯
．
塞
•
格
・
拒
．
楡
・
捕
・
提
．
捧
．
把
•
抱
•
擬
．
挟
．
援
・

摘
・
抵
•
投
•
抜
•
拳
•
扶
•
操
•
播
・
棺
・
指
•
撥
•
悴
•
檀
．
控

•
翠
．
睾

の
二
九
字
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
秦
簡
よ
り
約
百
年
前
、
記
元
前
三
一

0
年
前
後
の
も

の
と
考
え
ら
れ
る
中
山
王
諸
器
の
銘
文
は
、
網
字
敷
が
二
四
五

O
餘
字
に

昇
り
、
重
複
字
を
数
え
な
け
れ
ば
、
輩
字
で
五

0
五
字
が
用
い
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
の
中
に
手
芳
字
は
一
字
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
（
注
4
)
。

ま
た
、
中
山
王
諸
器
銘
文
を
含
む
、
西
周
・
列
國
期
文
字
資
料
の
網
競

を
伺
う
も
の
と
し
て
、
「
金
文
編
」
(
-
九
八
五
年
版
）
が
存
す
る
。
こ

の
巻
十
二
に
は
「
説
文
」
手
部
と
射
應
す
る
形
で
、

手
・
拝
•
扶
・
持
・
博
・
揮
•
承
・
招
．
援
・
揚
．
畢
•
播
・
撲
・

捷
．
拍

大

川

俊

隆

(12) 
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の
一
五
字
が
列
塞
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
中
、
手
は
除
い
て
、
賓
際
に
手

に
従
っ
て
い
る
の
は
、
拝
と
拍
の
み
で
あ
る
。

拝
は
「
説
文
』
に
蛉
体
（
採
）
の
形
で
畢
げ
ら
れ
、

首
至
地
也
。
以
手
茉
。
幸
音
忽
。
粁
、
楊
雄
説
、
拝
以
雨
手
下
。
A
特、

古
文
拝
。

と
説
解
さ
れ
、
或
文
と
古
文
が
奉
げ
ら
れ
て
い
る
。
金
文
で
は
、
西
周
・

列
國
期
を
通
じ
て
村
和
ふ
い
の
形
に
作
ら
れ
、
「
説
文
』
の
三
形
と
も
少

し
く
異
る
が
、
小
築
・
或
文
の
字
形
が
金
文
の
字
形
を
祖
と
し
て
い
る
と

考
え
て
よ
い
。

拝
（
砂
巴
に
お
け
る
手
と
仝
ゲ
（
羊
）
の
闘
係
を
考
え
て
み
る
。

『
説
文
」
は
「
首
至
地
」
と
訓
じ
る
が
、
こ
れ
は
字
形
よ
り
説
く
も
の

で
な
く
、
「
拝
稽
首
」
の
義
よ
り
説
く
も
の
で
あ
る
。
呉
大
徴
に
「
拝
字

説
」
が
あ
り
（
注
5
)
、
早
を
移
ノ
と
し
、

拝
字
古
文
或
作
斡
ぺ
或
又
作
組
、
皆
象
以
手
折
移
迄
加
。
詩
、
甘

棠
‘
勿
罪
勿
拝
。
箋
云
、
拝
之
言
抜
也
。

と
、
花
釜
ュ
を
抜
く
形
を
象
る
象
形
字
と
す
る
。
早
が
花
蕊
’
で
あ
る
か
否

か
は
置
く
と
し
て
、
花
木
に
類
す
る
も
の
を
抜
く
形
で
あ
る
こ
と
は
疑
い

な
く
、
『
説
文
」
は
「
以
手
幸
」
と
會
意
宇
と
す
る
が
、
全
競
象
形
の
字

と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
注
6
)
。
因
っ
て
拝
に
お
い
て
、
手
は
後
に
添
加

さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
拝
字
成
立
時
よ
り
早
と
共
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

『
金
文
網
j

に
載
る
六
七
例
の
拝
は
、
金
文
の
「
拝
稽
首
」
の
拝
で
あ
る

が
、
そ
の
六
五
例
に
お
い
て
手
と
早
よ
り
成
る
結
構
で
あ
り
、
異
骰
は
わ

づ
か
に
二
例
、
昭
王
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
、
友
毀
（
砂
＞
）
と
虔
殴

（
蛉
）
に
見
え
る
だ
け
で
あ
る
の
も
そ
の
一
證
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
拝

に
お
け
る
手
は
偏
芳
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

拍
（
約
）
の
方
は
『
説
文
』
に
は
無
い
字
で
、
金
文
で
も
一
例
、
人

名
で
用
い
ら
れ
て
お
る
だ
け
で
（
拍
敦
）
、
そ
の
字
に
お
い
て
手
が
、
偏

芳
か
ど
う
か
は
確
定
し
難
い
。

そ
の
他
、
先
に
畢
げ
た
「
金
文
編
」
の
諸
字
は
、
扶
は
奴
・
妓
に
、
持

は
寺
に
、
博
は
博
・
敷
•
隠
に
、
揮
は
睾
に
、
承
は
忍
に
、
招
は
窟
に
、

捜
は
顧
に
、
揚
は
凱
（
ま
れ
に
寡
）
に
、
奉
は
契
に
、
播
は
粒
に
、
撲
は

穀
•
腰
に
、
捷
は
鼓
に
そ
れ
ぞ
れ
作
ら
れ
て
お
り
、
す
べ
て
手
に
従
う
字

で
は
な
い
。

こ
れ
ら
よ
り
見
て
、
金
文
期
に
は
手
芳
宇
は
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
と

見
て
よ
い
。
手
芳
字
は
多
分
、
中
山
王
諸
器
の
作
器
期
よ
り
統
一
秦
の
間

の
約
百
年
間
に
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
秦
代
に
近
い
時
期
に
形
成
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
手
芳
字
が
成
立
し
て
い
っ
た
の
か
を
、
秦
簡
に

お
け
る
手
芳
字
を
一
っ
―
つ
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
り
追
求
し
て
み
る
。

秦
簡
の
手
芳
字
の
中
に
、
そ
の
元
字
或
い
は
闊
聯
字
が
、
金
文
を
中
心

と
す
る
秦
以
前
の
文
字
資
料
の
中
に
み
え
、
そ
の
字
形
の
竿
乳
と
義
の
引

伸
が
あ
る
程
度
推
測
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
ま
づ
、
そ
の
よ
う
な
文
字
に

つ
い
て
検
討
す
る
。

(13) 
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（
あ
）
摯

(1)
驀
馬
五
尺
八
寸
以
上
。
不
勝
任
、
奔
摯
不
如
令
、
縣
司
馬
、
黄

二
甲
（
『
秦
律
雑
抄
」
九
）

こ
の
摯
に
つ
い
て
、
睡
虎
地
竹
簡
の
『
注
（
一
）
」
（
注
7
)
で
は
「
緊
、

絆
。
止
馬
不
前
」
と
し
、
「
注
（
二
）
」
（
注
8
)
で
は
「
将
馬
謡
絆
起

来
」
と
し
、
「
注
（
三
）
」
（
注
9
)
で
は
「
た
ず
な
を
ふ
り
き
る
意
」

と
す
る
。
い
づ
れ
も
摯
を
緊
と
す
る
も
の
で
、
緊
は
「
説
文
」
（
巻
十
上

馬
部
）
埜
字
の
或
文
と
し
て
見
え
る
字
で
、
そ
こ
に
は
、

唇
、
絆
馬
也
。
以
馬
口
其
足
。
春
秋
偲
日
、
韓
蕨
執
埜
前
（
注

10)
。

讀
若
輔
。
緊
、
唇
或
以
糸
執
翌
。

と
あ
る
。
馬
足
に
詞
絆
を
加
え
る
も
の
で
、
や
が
て
一
般
的
な
回
絆
の
義

と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
「
秦
律
維
抄
』
の
文
は
馬
の
訓
練
の
成

果
を
査
定
す
る
も
の
で
、
奔
走
と
停
止
の
様
が
規
定
ど
お
り
か
を
見
る
も

の
。
こ
の
摯
を
緊
と
無
理
に
解
す
る
必
要
は
な
く
、
「
説
文
」
に
摯
を
「

握
持
也
」
と
し
て
い
る
の
に
基
い
て
、
馬
の
絆
を
握
持
し
て
停
止
状
態
を

保
つ
と
い
う
義
で
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
摯
よ
り
手
芳
を
除
い
た
執
は
、
金
文
に
「
折
首
執
縣
（
訊
）
」
（
合

甲
盤
、
師
室
毀
等
）
と
い
う
用
語
に
主
と
し
て
見
え
る
字
で
、
「
執
訊
」

は
浮
虜
を
捕
獲
す
る
こ
と
や
捕
獲
し
た
浮
虜
の
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
説
文
」
(
+
下
本
部
）
の
「
執
、
捕
罪
也
」
と
い
う
訓
と
も
照
應
す
る
。

字
形
も
、
脆
居
す
る
人
の
雨
手
に
枷
を
加
え
る
形
で
あ
る
。
こ
の
義
よ
り

更
に
一
般
化
し
た
義
に
用
い
ら
れ
る
の
が
西
周
後
期
の
象
駒
尊
に
見
え
る
。

そ
こ
で
は
、

(
2
)
王
初
執
駒
干
散
、
王
乎
師
虔
、
召
象
、
王
親
旨
悉
駒
、
易
雨
。

と
あ
る
。
「
執
駒
」
に
つ
い
て
諸
説
あ
る
が
（
注
11)
、
後
に
そ
の
駒
を

象
に
賞
賜
し
た
こ
と
か
ら
見
て
、
賞
賜
の
前
の
儀
證
と
み
た
方
が
よ
い
（

注
12)
。
因
っ
て
〔
と
ら
う
〕
で
は
な
く
、
〔
と
る
〕
の
義
で
あ
ろ
う
。

執
が
更
に
そ
の
よ
う
な
儀
證
性
を
喪
失
し
て
、
純
粋
に
手
に
よ
る
行
為

と
認
識
さ
れ
た
後
、
偏
芳
手
が
添
加
さ
れ
て
摯
の
字
が
成
立
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。
思
っ
に
、
緊
も
執
よ
り
挙
乳
し
た
摯
と
同
系
の
字
で
、
こ
ち
ら

は
〔
と
る
〕
た
め
の
材
に
重
記
を
置
い
た
の
で
、
糸
を
添
加
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

漢
初
の
馬
王
堆
吊
書
の
中
に
習
書
「
十
問
』
が
あ
る
が
、
そ
の
中
に
文

猷
中
に
見
え
る
醤
の
「
文
摯
」
を
「
文
執
」
に
作
っ
て
い
る
。
執
よ
り
摯

が
竿
乳
し
て
き
た
こ
と
の
傍
證
と
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

（
い
）
畢

(3)
自
従
令
、
丞
以
下
智
而
弗
奉
論
、

ロ
」
六
）

(
4
)
直
以
多
子
故
、
不
欲
其
生
、
即
弗
奉
而
殺
（
「
秦
律
十
八
種
」

七
O
)

(
5
)
吏
有
五
善
、
・
・
・
三
曰
、
奉
事
審
嘗
（
「
為
吏
之
道
』
九
）

(
3
)
は
「
検
塞
」
の
義
、
（
4
）
は
、
胎
子
を
「
と
り
畢
げ
る
」
の

義
（
注
13)
、
（
5
)
は
「
興
畢
」
の
義
で
用
い
ら
れ
る
。

塞
は
『
説
文
」
に
「
封
畢
也
。
以
手
興
翌
」
と
す
る
が
、

是
即
避
主
之
明
醤
殿
（
『
語

「
繋
偲
』
で

(14) 
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は
更
に
「
一
曰
、
輿
也
。
臣
錯
曰
、
輿
、
螢
也
」
と
云
う
。
徐
錯
の
訓
は
、

「
説
文
」
で
は
二
字
前
に
墨
が
あ
り
、
「
封
畢
也
。
以
手
輿
竪
」
と
説
解

さ
れ
て
い
る
の
に
配
誼
し
、
塞
•
墨
を
同
系
の
字
と
み
な
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
睾
に
射
し
て
徐
錯
は
「
會
意
」
と
の
按
語
を
加
え
て
い
る
。
「
射

畢
」
と
は
四
手
で
揚
畢
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
奉
よ
り
手
芳
を
除
い
た
興
は
、
『
説
文
』
（
巻
三
上
共
部
）
に
「
黛

典
也
。
以
昇
以
与
。
長
、
古
文
興
」
と
説
解
さ
れ
る
。
金
文
で
は
字
形
は
、

与
（
し
し
）
を
四
手
で
揚
畢
す
る
形
に
作
ら
れ
る
（
注

14)
。
因
っ
て
文
字

結
構
上
は
、
「
酎
畢
」
と
い
う
墾
字
の
訓
を
用
う
べ
き
と
こ
ろ
で
、
「
蝶

典
」
は
後
起
の
義
で
あ
る
。

興
の
金
文
で
の
用
法
は

(
6
)
侯
氏
昆
之
邑
二
百
又
九
十
又
九
邑
典
口
之
民
人
都
鄭
（
鎚
縛
）

(
7
)
涸
典
慮
君
並
立
於
世
而
退
興
者
侯
歯
娘
於
會
同
（
中
山
王
辱
壺
）

な
ど
の
よ
う
に
、
並
列
の
詞
〔
と
〕
と
か
〔
と
も
に
〕
の
義
で
あ
る
。
思

う
に
、
典
の
原
義
は
「
四
手
に
よ
る
揚
奉
」
、
そ
こ
か
ら
引
伸
し
て
並
列

の
〔
と
〕
や
〔
と
も
に
〕
の
義
が
生
じ
、
や
が
て
そ
れ
が
典
の
主
要
義
と

な
っ
た
の
で
、
「
据
畢
」
の
義
の
方
の
興
に
偏
芳
手
が
添
加
さ
れ
て
奉
の

字
が
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
中
山
王
魯
壺
に
典
と
犬
に
従
う
字
が
見
え
、

(
8
)
佳
朕
所
放
、
恙
孝
衰
恵
、
奏
睾
使
能

と
あ
る
。
撃
は
賛
で
あ
る
の
で
、
奏
は
奉
で
、
「
賢
を
奉
げ
能
を
使
う
」

と
訓
む
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
（
注
15)
。
興
の
主
要
義
が
並
列
の
詞
と
な

っ
た
の
で
、
「
あ
ぐ
」
の
方
に
犬
を
添
加
し
て
主
要
義
と
園
別
し
た
も
の

で
、
興
か
ら
畢
へ
の
過
渡
的
な
字
形
と
み
て
よ
い
。
こ
れ
と
闘
聯
し
て
、

「
證
記
』
證
運
の
「
大
道
之
行
也
、
天
下
為
公
。
選
賢
興
能
、
講
信
修
睦
」

の
「
興
能
」
が
「
奉
能
」
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

「
證
記
」
の
例
だ
け
で
な
く
、
文
猷
中
に
も
典
と
畢
の
通
用
す
る
も
の

が
多
い
（
注

16)
こ
と
は
、
奉
が
典
の
偏
芳
手
添
加
字
た
る
こ
と
の
傍
證

で
あ
る
。

尚
、
旗
も
典
の
「
揚
奉
」
の
義
か
ら
の
竿
乳
字
で
あ
ろ
う
。
「
詩
』
小

雅
「
都
人
士
」
に
「
匪
伊
巻
之
、
髪
則
有
旗
」
と
あ
り
、
毛
偲
に
「
拇
、

揚
也
」
と
い
う
。

（
う
）
搭

(
9
)
求
盗
追
、
捕
睾
人
、
皐
人
搭
殺
求
盗
（
『
法
律
答
問
』
六
六
）

こ
の
烙
は
「
格
闘
」
の
義
で
あ
り
、
「
説
文
』
の
「
搭
、
撃
也
」
の
訓

と
ほ
ぼ
照
應
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
格
よ
り
手
芳
を
除
い
た
各
は
「
説
文
』
（
巻
二
上
口
部
）
に
「

異
癖
也
。
以
口
欠
。
欠
者
有
行
而
止
之
、
不
相
聴
也
」
（
注
17)
と
あ
る
。

「
各
自
」
の
各
と
し
て
訓
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、
字
形
の
解
は
附
會
に
近

い
。
各
は
卜
文
•
金
文
に
常
見
の
字
で
、
全
て
「
来
格
」
、
〔
い
た
る
〕

と
訓
じ
ら
れ
る
字
で
、
後
に
オ
ゃ
足
が
添
加
さ
れ
、
格
・
造
の
字
形
と
な

る
字
で
あ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
見
る
限
り
、
各
に
「
格
闘
」
や
「
撃
」
の
訓
は
見
え
な
い

の
で
あ
る
が
、
湖
北
省
信
陽
よ
り
出
土
し
た
竹
簡
（
注
18)

（
こ
れ
は
春

秋
末
期
の
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
）
に
、

(15) 
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(10)
周
公
載
然
歪
色
日
、
烏
夫
、
箋
人
裳
上
、
則
型
数
至
（
信
陽
簡

一
ー
〇
一
）

と
、
零
の
字
が
見
え
る
。
思
う
に
こ
の
字
は
各
の
繁
文
で
あ
ろ
う
。
義
は

「
宇
閏
」
で
、
秦
簡
や
『
説
文
』
の
格
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、

そ
の
引
伸
の
経
路
は
定
か
で
は
な
い
が
、
各
に
〔
ア
ラ
ソ
ウ
〕
の
義
が
生

じ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

中
山
王
唱
壺
に
、

(11)
佳
司
馬
胃
訴
諮
戦
志

と
、
諮
が
「
訴
諮
」
と
連
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
訴
諮
」
の
義
は
下

の
「
戦
志
（
怒
）
」
と
近
い
と
思
わ
れ
、
「
説
文
』
（
巻
三
上
言
部
）
に

「
諮
、
論
訟
也
。
博
曰
、
諮
諮
孔
子
容
（
注
19)
。
以
言
各
翌
」
と
照
應

す
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お
「
膿
記
」
玉
藻
に
「
戎
容
醤
聾
、
言
容
諮
諮
」

（注
20)
と
あ
る
。
「
訴
諮
」
は
或
い
は
「
壁
諮
」
で
あ
ろ
う
か
。
言
芳

は
先
秦
期
に
お
い
て
は
、
精
神
的
義
を
附
加
す
る
の
に
よ
く
用
い
ら
れ
て

い
る
。
各
に
「
争
闘
」
の
義
が
起
り
、
そ
の
物
理
的
な
具
競
的
行
為
の
方

に
手
芳
が
、
精
紳
的
な
方
に
言
芳
が
添
加
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。「

荘
子
」
人
間
世
に
「
若
唯
無
詔
、
王
公
必
将
莱
人
而
閏
其
捷
」
と
あ

り
、
こ
の
詔
に
つ
い
て
『
鰹
典
繹
文
」
に
「
詔
、
告
也
、
言
也
。
崖
本
作

諮
。
音
額
。
云
逆
撃
日
諮
」
（
注
21)
と
あ
る
。
諮
と
搭
の
義
の
近
い
こ

と
を
證
す
る
も
の
で
あ
る
（
補
注
）
。

こ
れ
ら
よ
り
見
て
、
格
が
手
芳
添
加
字
た
る
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
い
な
い
で

あ
ろ
う
。

（
え
）
拒

(12)
率
書
、
因
恙
瞑
目
拒
棺
以
覗
力
(
―
-
）

属
棺
」
は
「
拒
腕
」
で
、
腕
を
お
さ
え
る
意
味
で
、
拒
の
字
形
は
摺
｛

で
あ
る
。
こ
の
字
は
『
説
文
』
に
は
は
~
の
形
で
奉
げ
ら
れ
て
お
り
、
「
把

也
。
以
手
語
竪
。
帆
、
福
或
以
尼
」
と
説
解
中
に
或
文
を
載
せ
る
が
、
こ

の
字
形
が
秦
簡
の
に
近
い
。
『
説
文
』
の
訓
「
把
」
も
秦
簡
の
義
と
ほ
ぼ
照

應
す
る
。
こ
の
字
よ
り
手
芳
を
除
い
た
尼
は
、
金
文
に
天
の
形
で
み
え
、

あ
き
ら
か
に
車
躯
の
象
形
字
で
あ
る
。
義
も
「
金
尼
蛮
縛
」
（
呆
伯
毀
）

と
「
拒
」
の
義
で
用
い
ら
れ
、
字
形
の
義
と
照
應
す
る
（
注
22)
。
こ
の

形
に
酎
應
す
る
字
と
し
て
『
説
文
』
（
十
二
上
戸
部
）
に
后
｛
が
あ
り
、

「
陰
也
。
以
戸
乙
翌
」
と
あ
り
、
結
構
を
戸
・
乙
よ
り
成
る
と
し
て
い
る

が
、
金
文
の
字
形
よ
り
調
愛
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
『
説
文
」
（
九
上
日

部
）
に
厄
が
あ
り
、
「
科
厄
木
節
也
。
以
巳

r翌
。
買
待
中
説
、
以
為
厄

褻
也
。
一
日
、
厄
、
蓋
也
」
と
説
解
さ
れ
る
が
、
後
代
に
尼
と
通
用
す
る

も
の
）
。
「
陰
」
の
訓
は
字
の
原
義
の
「
車
鞄
」
よ
り
引
伸
し
た
も
の
で
、

こ
の
義
よ
り
や
が
て
秦
簡
の
〔
お
さ
え
る
〕
の
義
や
「
説
文
』
の
「
把
」

の
義
が
生
じ
、
原
義
の
「
車
範
」
と
園
別
す
る
た
め
に
手
芳
が
添
加
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
秦
簡
に
は
尼
の
字
も
見
え
、

(13)
者
侯
客
束
者
、
以
火
炎
其
衡
尼
（
『
秦
律
十
八
種
」
一
七
九
）

と
、
「
車
拒
」
の
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
桓
の
字
は
後
起
の
も
の
で
、

秦
代
•
前
漢
初
期
の
出
土
文
字
資
料
に
は
見
え
な
い
。

(16) 
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（
お
）
楡

(14)
喜
楡
史
（
「
編
年
記
」
一
〇
）

「
編
年
記
』
は
、
昭
王
元
年
よ
り
始
皇
三

0
年
（
紀
元
前
三

0
六
＼
二

一
七
）
ま
で
の
大
事
記
で
、
そ
の
中
に
喜
と
呼
ば
れ
る
人
物
の
平
生
の
簡

輩
な
履
歴
が
捜
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
そ
の
喜
が
十
九
歳
で
史
と
な
っ

た
こ
と
で
、
短
文
で
あ
る
の
で
楡
の
正
確
な
義
は
知
り
難
い
が
、
『
注
二
」

に
「
楡
、
本
義
為
引
・
出
。
這
裏
”
楡
史
“
富
為
進
用
為
史
之
意
」
と
す

る
。
こ
こ
に
本
義
と
い
う
の
は
、
「
説
文
」
の
「
楡
、
引
也
」
と
あ
る
の

や
、
「
准
南
子
』
主
術
訓
の
「
楡
策
干
廟
堂
之
上
」
の
注
「
楡
、
出
也
」

に
基
く
。
楡
は
〔
引
き
選
ば
れ
る
〕
ぐ
ら
い
の
意
で
あ
ろ
う
。
銀
雀
山
出

土
竹
簡
の
中
に
「
孫
腋
兵
法
」
が
あ
り
、
そ
の
中
で
、

(15)
孫
子
曰
、
鼓
而
坐
之
、
十
而
楡
之
（
「
威
王
問
」
二
七
二
）

と
、
楡
が
『
説
文
」
の
「
引
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
も
参

考
と
す
べ
き
で
あ
る
（
注
23)
。

こ
の
楡
よ
り
手
を
除
い
た
念
は
、
『
説
文
J

(
八
下
舟
部
）
に
「
空
中
木

為
舟
也
」
と
「
木
の
く
り
舟
」
の
義
と
す
る
が
、
金
文
の
字
形
は
グ
（
盤
）

と

IJt
（
針
）
よ
り
成
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
多
く
は
地
名
・
人
名
と
し
て
用

い
ら
れ
る
の
で
用
義
を
確
定
し
難
い
の
だ
が
、
そ
の
中
に
鎚
縛
が
あ
り
、

(16)
世
萬
至
於
辞
孫
子
、
勿
或
蔽
改

と
あ
る
。
字
形
は
伶
だ
け
で

1
は
な
い
が
略
形
で
あ
ろ
う
。
こ
の
森
は

「
蔽
改
」
と
連
文
で
あ
る
の
で
「
改
愛
」
の
義
で
、
後
に
漁
と
な
る
字
で
あ

る
。
ま
た
春
秋
戦
國
の
交
の
も
の
と
さ
れ
る
侯
馬
盟
書
の
「
委
質
類
」
に
、

(17)

〔
所
〕
敢
森
出
入
趙
尼
之
所
…

と
あ
り
、
こ
の
蔽
は
「
倫
窟
」
の
義
で
、
後
に
楡
と
な
る
字
で
あ
ろ
う
（
注

24)
。
｛
郎
が
「
改
麦
」
よ
り
「
倫
謡
」
の
義
を
派
生
し
て
い
た
こ
と
を
知

り
得
る
。
ま
た
戦
國
期
の
郡
君
啓
節
に
は
、
漁
の
字
が
見
え
、

(18)
自
郡
往
、
途
活
廷
灘

と
あ
り
、
途
は
〔
越
を
る
〕
と
か
〔
移
る
〕
の
義
で
あ
る
。
こ
の
義
も
「
改

愛
」
よ
り
派
生
し
た
も
の
で
、
更
に
移
動
の
意
を
示
す
足
を
添
加
し
て
成

立
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
に
踏
と
も
な
る
字
で
あ
る
。

こ
れ
ら
よ
り
見
て
、
楡
も
、
「
改
愛
」
の
義
か
ら
引
伸
し
た
「
移
る
」

の
義
の
他
に
、
能
動
的
動
作
の
義
「
引
き
出
す
」
が
派
生
し
て
、
そ
の
義

を
示
す
た
め
に
手
芳
が
添
加
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヘ

（
か
）
捕

(19)
捕
盗
律
曰
、
捕
人
相
移
受
爵
者
、
耐
（
「
秦
律
雑
抄
」
三
八
）

こ
の
他
に
も
捕
は
用
例
が
多
い
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
全
て
罪

人
に
封
す
る
も
の
で
「
捕
縛
」
の
義
で
あ
る
。
「
説
文
」
で
は
捕
は
「
取

也
。
以
手
甫
竪
」
と
さ
れ
、
そ
の
訓
は
、
秦
簡
の
用
義
と
ほ
ぼ
照
應
し
て

い
る
。こ

の
捕
よ
り
手
芳
を
除
い
た
甫
は
「
説
文
」
（
三
上
用
部
）
に
「
男
子

美
稲
也
。
以
用
父
。
父
亦
翌
」
と
あ
る
。
文
猷
中
に
、
人
名
の
後
に
附
す

甫
と
し
て
解
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
金
文
で
は
美
稲
を
示
す
に
は
父
を
用

い
て
、
甫
を
用
い
る
こ
と
は
少
い
。
金
文
で
甫
は
一
般
に
は
官
職
名
「
甫

人
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
義
の
推
測
は
困
難
で
あ
る
が
、

(17) 
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認
王
期
の
器
と
さ
れ
る
匡
占
に
、

(20)
歌
王
オ
射
臨
、
乍
象
巽
、
匡
甫
象
舞
二

と
見
え
る
。
こ
の
甫
に
つ
い
て
、
郭
沫
若
は
「
撫
」
と
し
（
注
25)
、
陳

夢
家
は
「
捕
」
と
す
る
（
注
26)
が
、
白
川
静
は
、
上
の
「
象
巽
」
を
象

誕
即
ち
象
形
の
柑
足
を
も
つ
産
と
し
、
下
の
「
甫
象
舞
二
」
を
、
二
鐘

器
を
作
っ
て
象
蓋
に
縣
け
る
意
と
し
、
甫
を
「
つ
け
る
」
と
訓
じ
て
い
る

（注
27)
。
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
甫
の
字
源
は
未
だ
明
確
で
は
な
い
が
、

「
附
着
」
の
義
が
原
義
に
近
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
義
よ
り
、
「
附

し
て
た
す
け
る
」
の
方
へ
義
が
派
生
す
れ
ば
、
後
の
捕
や
輔
の
字
に
な
る

と
考
え
ら
れ
る
。

「
説
文
」
（
手
部
）
に
博
が
載
り
、
「
索
持
也
。
一
曰
、
至
也
」
と
あ

る
。
甫
の
「
附
着
」
の
義
が
〔
と
ら
え
る
〕
の
方
へ
派
生
し
て
い
っ
て
、

捕
の
「
捕
縛
」
や
拇
の
「
索
持
」
の
義
が
生
み
出
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
因
っ
て
、
捕
も
甫
に
そ
の
よ
う
な
義
が
生
じ
た
後
に
手
芳
が

添
加
せ
ら
れ
た
字
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

尚
、
秦
簡
に
は
通
の
字
が
見
え
、

(21)
可
胃
通
事
及
乏
縣
、
律
所
胃
者
嘗
縣
、
吏
・
典
已
令
之
、
即
亡

弗
會
、
通
事
（
『
法
律
答
問
』
一
六
四
）

と
、
「
逍
亡
」
の
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
字
は
「
説
文
』
（
二
下

至
部
）
に
「
亡
也
。
枯
差
甫
翌
。
馳
、
描
文
逍
。
以
捕
」
と
、
訓
は
ほ
ぼ

秦
簡
と
同
じ
で
あ
る
が
、
描
文
の
遁
字
を
出
し
て
い
る
。
義
よ
り
言
え
ば
、

「
亡
」
は
、
捕
の
義
「
捕
縛
」
の
封
立
義
で
あ
る
の
で
、
捕
字
に
至
を
添

加
し
て
弼
立
義
を
明
ら
か
に
し
た
遁
の
方
が
、
古
形
を
偲
え
る
も
の
と
す

（
き
）
提

(22)
抜
人
髪
、
大
可
如
為
提
、
智
以
上
為
提
（
『
法
律
答
問
」
八
二
）

と
あ
り
、
こ
の
提
に
つ
い
て
『
注
二
』
に
は
、

『
麿
記
・
少
儀
」
注
、
「
猶
絶
也
」
（
注

28)
。
意
志
是
把
頭
髪
抜

脱
。
推
測
秦
律
有
闘
干
”
提
“
髪
應
如
何
懲
虞
的
規
定
、
所
以
本
條
就

”
提
“
専
門
作
出
説
明
。

と
い
う
。
「
注
三
』
に
は
「
提
は
あ
き
ら
か
の
意
」
と
あ
る
。
「
注
三
』

の
訓
は
、
『
説
文
」
（
八
下
見
部
）
に
題
字
が
載
り
、
「
顛
也
」
と
さ
れ

る
の
に
基
く
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
提
が
「
提
提
」
と
擬
態
語
に
用
い

ら
れ
、
後
に
字
が
題
と
な
っ
た
も
の
か
、
或
い
は
、
提
に
「
提
髪
」
の
義

が
生
じ
、
そ
れ
よ
り
引
伸
し
て
「
頸
」
の
義
が
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

秦
簡
の
提
は
「
注
二
」
の
訓
の
方
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
だ
「
説
文
』
に
は
提
は
「
撃
也
」
と
訓
ぜ
ら
れ
、
や
や
秦
簡
の
義
と

合
わ
な
い
。
馬
王
堆
瞥
書
に
提
が
見
え
、

(23)
以
辛
卯
日
、
立
堂
下
東
郷
、
郷
日
、
令
人
挟
提
類
者
、
曰
、
…

（
「
五
十
二
病
方
」
二

0
八）

と
、
「
挟
提
」
と
あ
る
の
で
『
説
文
」
の
訓
と
近
い
。
秦
簡
の
「
抜
脱
」

の
義
は
、
提
に
「
提
畢
」
の
義
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
る
派
生
義
で
は
な
か

ろ
う
か
。

提
よ
り
手
芳
を
除
い
た
是
は
、
「
説
文
」
（
二
下
是
部
）
に
「
直
也
。

以
日
正
。
。
ま
、
籍
文
是
、
以
古
文
正
」
と
あ
る
。
「
直
也
」
の
訓
は
是
の

べ
き
で
あ
ろ
う
。
秦
簡
の
通
は
そ
の
略
形
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

(18) 
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（く）

揮
（
搾
）

虚
詞
と
し
て
の
用
法
に
到
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
金
文
で
も
是
は
頻
出

す
る
が
、
「
廼
唯
是
喪
我
或
」
（
毛
公
鼎
）
な
ど
、
全
て
虚
詞
か
指
示
代

名
詞
の
用
法
で
あ
る
。

そ
の
字
形
は
＄
J

：
足
に
作
ら
れ
、
把
手
の
あ
る
匙
の
形
の
象
形
字
で

あ
り
、
因
っ
て
原
義
は
「
匙
」
で
あ
る
。
虚
詞
や
指
示
代
名
詞
は
恨
借
の

用
法
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
是
の
字
形
に
は
、
希
r
の
よ
う
に
う
を

匙
部
と
把
手
の
間
に
加
え
る
も
の
が
あ
り
（
毛
公
鼎
・
察
医
盤
・
齊
縛
）
、

そ
の
意
は
「
匙
を
提
持
す
る
」
も
の
で
あ
ろ
う
。
是
の
古
形
か
繁
文
か
は

に
わ
か
に
断
定
は
で
き
な
い
が
、
是
に
「
提
持
」
の
義
が
存
す
る
こ
と
を

字
形
に
お
い
て
推
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
後
、
是
が
専
ら
虚
詞
や
指
示

代
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
「
提
持
」
の
義
の
方
に
手
芳

が
添
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
秦
簡
に
提
•
堤
の
宇
が
存
し
、
い
ず
れ
も
「
題
」
の
義
で
用
い
ら

れ
る
が
、
一
例
だ
け
堤
が
、

(24)
春
二
月
、
母
敢
伐
材
木
山
林
、
及
薙
提
水
（
「
秦
律
十
八
種
』

四）

と
、
「
宛
（
堅
）
随
」
の
連
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
「
説

文
」
（
十
四
下
目
部
）
に
提
が
あ
り
「
唐
也
」
と
訓
ぜ
ら
れ
、
そ
の
直
前
に

防
が
あ
り
「
提
也
」
と
訓
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
防
・
堤
の
義
は
秦
簡
の
「
苑

堤
」
と
照
應
し
て
い
る
。
こ
の
提
も
、
是
の
「
提
持
」
の
義
よ
り
引
伸
し

て
〔
ふ
せ
ぐ
〕
の
義
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(25)
買
市
居
列
者
及
官
府
之
吏
、
母
敢
揮
行
錢
布
（
『
秦
律
十
八
種
j

六
七
）

(26)
エ
揮
斡
、
斡
可
用
而
久
以
不
可
用
、
黄
二
甲
（
『
秦
律
雑
抄
』

ニ
四
）

と
あ
り
、
雨
者
と
も
「
撰
揮
」
の
義
で
あ
る
。
『
説
文
」
に
は
揮
は
「
束

選
也
」
と
あ
り
、
秦
簡
と
同
義
で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
手
芳
を
除
い
た
睾
は
「
説
文
」

(
1
0下
本
部
）
に
「
司
視

也
（
注

29)
。
以
横
目
以
本
。
令
吏
将
目
捕
罪
人
也
」
と
あ
る
。
ま
た
、

覇
が
あ
り
（
三
上
廿
部
）
、
「
引
給
也
。
以
廿
睾
翌
」
と
あ
る
。
金
文
の

字
形
は
全
て
蜀
と
作
ら
れ
る
の
で
「
金
文
編
」
で
は
巻
三
に
載
せ
る
。
こ

の
覇
は
、
金
文
で
は
「
覇
吉
金
」
（
沈
兒
鐘
等
）
の
常
用
語
の
中
で
用
い

ら
れ
、
〔
え
ら
ぶ
〕
の
義
で
あ
り
、
「
説
文
」
の
揮
と
同
義
、
蜀
と
は
近

義
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
金
文
の
蜀
は
、
必
ず
睾
と
帥
よ
り
作
ら
れ
、
睾
だ
け
が
輩
獨
で
用

い
ら
れ
る
も
の
は
な
い
。
睾
と
蝕
の
闊
係
は
睾
を
雨
手
で
捧
げ
る
形
で
あ

る
。
（
白
川
静
氏
は
、
睾
は
獣
屍
の
齊
解
す
る
様
で
、
そ
の
中
か
ら
用
い

る
べ
き
を
取
る
の
で
、
「
束
選
」
の
義
と
な
る
と
云
う
（
注

30)
）
。
全
骰

象
形
の
字
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
後
代
、
春
秋
期
の
緻
書
缶
や
、
中
山
王
器
な
ど
こ
の
覇
を

鞍
に
作
る
も
の
が
現
わ
る
。
用
義
は
金
文
の
覇
と
全
く
同
じ
な
の
で
同
字

で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
れ
は
、
別
字
鞍
（
『
説
文
」
（
三
下
支
部
）

に
「
鞍
、
解
也
。
以
支
睾
翌
。
詩
曰
、
服
之
無
鞍
。
鞍
、
厭
也
。
一
曰
、

終
也
」
と
あ
る
（
注
31)
）
が
巽
と
通
個
の
闘
係
に
あ
る
と
す
る
よ
り
、
後

(19) 
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三
（
け
）
把

(27)
人
臣
甲
謀
遣
人
妾
乙
盗
主
牛
、

問
』
五
）

(28)
今
甲
裏
把
子
、
来
詣
自
告
、
告
丙
（
『
封
診
式
」
八
八
）

と
あ
る
。
雨
者
と
も
「
把
持
」
の
義
で
、
後
者
に
「
裏
把
」
と
あ
る
の
で

そ
の
義
は
よ
り
明
確
で
あ
る
。
「
説
文
』
に
も
把
は
「
握
也
」
と
訓
ぜ
ら

れ
て
お
り
、
「
把
持
」
の
義
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
把
よ
り
手
芳
を
除
い
た
巴
は
『
説
文
』
(
+
四
下
巴
部
）

に
「
器
也
。
或
日
、
食
象
蛇
。
象
形
」
と
、
謳
か
蛇
の
象
形
字
と
す
る
。

把
錢
偕
邦
亡
（
「
法
律
答

述
す
る
よ
う
に
、
支
に
撃
撲
の
義
よ
り
、
動
詞
化
す
る
作
用
が
生
じ
た
結

果
と
み
な
し
た
方
が
よ
い
。
秦
簡
の
揮
も
、
金
文
の
戦
の
支
が
手
芳
に
麦

化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
諸
字
の
検
討
か
ら
判
断
し
て
、
先
秦
期
に
そ
の
字
の
原
形
を
辿

り
得
る
字
に
は
、
摺
を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
が
偏
芳
手
添
加
字
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
で
は
そ
の
他
の
文
字
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
こ
れ
ま
で
の

諸
字
の
よ
う
に
直
接
に
金
文
資
料
に
そ
の
束
源
を
辿
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
或
い
は
そ
の
闘
聯
字
が
、
金
文
等
の
文
字
資
料
に
見
え
た
り
、
或
い

は
文
猷
資
料
等
の
用
義
に
よ
り
、
そ
れ
が
偏
芳
手
添
加
字
で
あ
る
こ
と
を

證
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
少
く
な
い
。
以
下
に
そ
れ
ら
の
諸
字
の
検

討
を
行
う
。

で
あ

だ
が
巴
の
小
築
は
腐
j

に
作
り
、
翡
や
蛇
の
形
で
は
な
い
。
「
繋
偲
』
で

は
、
更
に
「
食
象
蛇
」
の
義
を
敷
延
し
て
、

臣
錯
按
、
博
物
志
、
巴
蛇
呑
象
、
三
歳
出
其
骨
、
君
子
食
之
、
無
腹

心
之
疾
。
山
海
鰹
日
、
有
玄
蛇
、
食
鹿
鹿
也
。
一
象
所
呑
也
。
指
事
。

と
す
る
。
一
が
所
呑
の
象
の
形
と
見
え
な
い
の
で
、
指
事
と
し
て
、
一
が

象
を
表
象
す
る
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
字
形
の
解
と
し
て
は
無
理

で
あ
る
。

巴
は
器
物
の
把
手
の
象
形
と
す
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
昆
は
金
文
で
は

牙
に
作
ら
れ
、
彩
i

（
器
の
全
競
形
と
注
ぐ
酒
）
の
部
分
形
で
あ
る
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
巴
も
ん
グ
の
右
部
と
よ
く
似
て
い
る
。
因
っ
て

「
把
手
」
の
義
よ
り
「
把
持
」
の
義
が
生
じ
る
こ
と
は
容
易
に
推
測
が
つ
く
。

『
説
文
j

所
収
の
巴
に
従
う
字
に
、
祀
・
鞄
．
把
が
あ
る
。
祀
(
+
四

下
巴
部
）
は
、
巴
の
す
ぐ
後
に
載
る
字
で
あ
る
が
、
「
揖
撃
也
。
以
巴
帯
、

賊
」
と
あ
り
、
恵
棟
は
（
注
32)
、

風
俗
通
日
、
擦
把
、
近
世
業
家
所
作
、
不
知
誰
也
。
以
手
擁
把
、
因

以
為
名
（
注

33)
。
案
、
擁
把
嘗
作
擦
肥
。

と
云
う
。
祀
を
琵
琶
の
琶
の
本
字
と
す
る
も
の
で
、
漢
代
に
は
こ
れ
は
把

に
作
ら
れ
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。

鞄
（
三
下
革
部
）
は
「
轡
革
也
。
以
革
巴
翌
」
と
説
解
さ
れ
る
が
、
『
繋

偲
」
に
は
よ
り
具
競
的
に
「
御
人
所
把
霙
也
」
と
し
て
お
り
、
轡
の
「
と

り
革
」
で
あ
る
。
や
は
り
「
把
持
」
の
義
よ
り
の
引
伸
で
あ
ろ
う
。

杷
（
六
上
木
部
）
は
「
収
萎
器
」
と
あ
り
、
和
語
の
〔
さ
ら
い
〕

る
。
こ
れ
も
「
把
持
」
よ
り
の
引
伸
で
あ
ろ
う
。

(20) 
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巴
の
小
築
の
字
形
と
‘
巴
よ
り
竿
乳
し
た
と
考
え
ら
れ
る
、
祀
・
鞄
•
杷

に
「
把
持
」
に
近
い
義
が
存
す
る
こ
と
よ
り
、
巴
に
「
把
持
」
の
義
が
存

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
や
が
て
こ
の
巴
に
手
芳
が
添
加
さ
れ
、
把
が
成
立

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
把
が
成
立
す
る
と
、
「
把
持
」
の
義
は
専
ら
把
が
擁

う
こ
と
と
な
り
、
巴
は
巴
蜀
の
蜀
と
闘
聯
づ
け
ら
れ
て
義
が
考
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
「
説
文
」
の
よ
う
な
附
會
の
説
が
生
み
出
さ
れ
た
と
思
わ

れ
る
。

張
朋
以
郷
之
、
則
已
芙
。

（
こ
）
抱

(29)
人
過
干
丘
虚
、
女
鼠
抱
子
遂
人
。

『
日
書
」
八
五
一
反
）
（
注
34)

と
あ
り
、
「
懐
抱
」
の
義
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
説
文
』
に
は
浮
字
の
説

解
「
引
取
也
。
以
手
宇
竪
。
抱
、
或
以
包
」
の
中
に
或
文
と
し
て
見
え
る
。

こ
れ
に
は
徐
絃
の
「
今
作
薄
報
切
、
以
為
哀
要
字
、
非
是
」
と
の
按
語
が

つ
き
、
『
繋
博
』
に
は
更
に
「
以
手
学
竪
」
の
下
に
「
詩
曰
、
原
隈
拌
英
」

の
引
用
が
入
る
。
「
詩
」
の
引
用
は
、
「
小
雅
•
常
棟
」
で
、
『
毛
詩
』

で
は
襄
に
作
り
「
衆
也
」
と
訓
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
『
繋
偲
』
の
引
詩
は
「
韓

詩
」
に
基
く
も
の
で
、
「
説
文
」
の
訓
「
引
取
」
も
こ
れ
に
掘
る
も
の
で

あ
る
。
抱
を
拌
の
或
文
と
し
た
の
は
、
『
毛
詩
』
の
襄
の
本
字
が
喪
で
、

安
・
保
と
抱
・
要
が
音
も
近
く
、
よ
く
通
用
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

『
説
文
」
に
は
別
に
褒
（
八
上
衣
部
）
が
載
り
、
「
哀
也
。
以
衣
包
翌
」

と
あ
る
。
文
字
的
に
言
え
ば
、
拌
と
抱
は
別
字
、
抱
と
要
が
同
義
の
字
で

あ
る
。

抱
よ
り
手
芳
を
除
い
た
包
は
「
説
文
』
（
九
上
包
部
）
に
「
象
人
褻
妊
。

巳
在
中
、
象
子
未
成
形
也
」
と
あ
り
、
「
懐
子
」
「
懐
妊
」
の
義
を
字
形

上
か
ら
も
よ
く
推
測
で
き
る
字
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
〔
い
だ
＜
〕
の
義
が

生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
包
は
秦
簡
に
見
え
、

(30)
縣
母
敢
包
卒
為
弟
子
、
尉
黄
二
甲
、
免
（
「
秦
律
雑
抄
』
七
）

(31)
廷
行
事
有
皐
嘗
巻
、
已
断
已
令
、
未
行
而
死
若
亡
、
其
所
包
嘗

詣
巻
所
（
「
法
律
答
問
」
六

O
)

と
あ
り
、

(30)
に
つ
い
て
は
『
注
二
」
に
包
は
「
蔵
」
の
義
と
し
、
「
包

卒
」
は
兵
卒
を
隠
す
こ
と
と
す
る
。
因
っ
て
こ
の
包
は
「
蔵
匿
」
の
義
で

あ
る
。

(31)
の
包
は
、
や
は
り
『
注
二
』
に
「
収
挙
さ
れ
た
家
屈
」
の

義
と
す
る
。
保
と
通
用
し
て
い
る
と
み
て
差
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
雨
者
の
包
の
義
は
、
包
の
原
義
よ
り
の
引
伸
と
考
え
ら
れ
る
。

包
は
更
に
馬
王
堆
の
瞥
書
に
も
見
え
、

(32)
狸
包
、
避
小
時
・
大
時
所
在
（
「
維
療
法
』
四
〇
）

と
あ
り
、
こ
の
包
は
「
胞
」
の
義
で
あ
る
。
『
説
文
』
で
胞
は
包
に
績
い

て
載
せ
ら
れ
、
「
兒
生
褻
也
」
と
訓
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
、
や
は
り
「
胞
」

の
義
で
あ
り
、
馬
王
堆
瞥
書
の
時
代
に
は
ま
だ
肉
芳
が
添
加
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
包
の
義
の
引
伸
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
他
に
も
、
胞
上
包

な
ど
包
に
従
う
字
に
「
蔵
」
「
裏
」
の
義
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
が

あ
る
（
注
35)
。

こ
れ
ら
よ
り
見
て
、
抱
が
包
の
手
芳
添
加
字
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

尚
、
要
も
同
じ
く
衣
芳
添
加
字
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
行
為
よ
り
、
〔
い

(21) 



（
さ
）
扱

(33)
邦
之
急
、
在
膿
級
。
扱
民
之
欲
、
政
乃
立
（
『
為
吏
之
道
」
七
）

(34)
人
有
墨
哀
也
弗
忘
、
取
丘
下
之
莞
完
、
擬
其
葉
二
七
、
東
北
郷

如
之
乃
卦
、
則
止
芙
（
『
日
書
」
八
三
三
反
）

(33)
は
〔
や
め
る
〕
と
か
〔
と
ど
め
る
〕
の
義
で
、
後
の
綴
や
剥
に
な

る
字
で
あ
る
。

(34)
は
〔
つ
け
る
〕
〔
つ
づ
り
と
め
る
〕
の
義
で
あ
る
。

「
説
文
」
に
擬
は
「
拾
取
也
。
以
手
鼓
翌
」
と
あ
り
、

(34)
の
方
に
や

や
近
い
が
、

(33)
と
は
合
わ
な
い
。

擬
よ
り
手
芳
を
除
い
た
鼓
は
『
説
文
』
(
+
四
下
鼓
部
）
に
「
綴
聯
也
。

象
形
」
と
あ
り
、
す
ぐ
後
に
綴
が
載
り
、
「
合
箸
也
。
以
残
以
糸
」
と
す

る
。
残
は
象
形
、
綴
は
會
意
で
鼓
よ
り
の
挙
乳
字
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

妓
は
小
築
で
は
点
の
形
に
作
ら
れ
、
後
出
の
馬
王
堆
吊
書
で
は
、
双
ダ
の

形
に
作
ら
れ
、
秦
簡
の
捩
の
右
芳
は
江
の
形
に
作
ら
れ
て
い
る
。
吊
書
に

眼
は
我

nに
作
ら
れ
て
い
る
（
『
五
十
二
病
方
』
）
。
後
二
者
は
や
や
誠

愛
の
形
で
、
小
築
が
原
形
を
比
較
的
よ
く
偲
え
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
そ

の
形
か
ら
み
て
、
何
物
か
を
綴
合
す
る
象
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
「

説
文
」
の
訓
「
綴
聯
」
は
そ
れ
に
封
應
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
秦
簡
の

(34)
の
擬
の
義
と
も
よ
く
照
應
す
る
の
で
、
致
に
既
に
有
し
て
い
た
「
綴

聯
」
の
義
を
強
化
し
、
そ
の
行
為
に
義
の
重
心
を
置
か
し
め
る
た
め
に
手

芳
が
添
加
さ
れ
揆
が
成
立
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

た
だ
秦
簡
の

(33)
の
方
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
綴
聯
」
と
酎
立
義
で

4
 

だ
＜
〕
材
に
重
貼
を
置
い
た
字
で
あ
る
。

2
 

7
 

あ
る
。
こ
れ
は
、
臨
に
「
晰
裂
」
の
義
が
あ
り
、
又
後
に
「
磁
綴
」
の
義

も
生
じ
た
の
に
似
て
い
る
。
「
晰
裂
」
の
義
の
方
は
斤
が
添
加
さ
れ
、
「
継

綴
」
の
義
の
方
に
は
糸
が
添
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(33)
の
擬
も
、

鼓
に
「
綴
」
「
RIJ
」
の
封
立
義
が
生
じ
、
擬
字
が
成
立
し
て
も
尚
そ
の
封

立
義
が
擬
の
中
に
受
け
つ
が
れ
て
い
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
文
字
と
し

て
綴
•
R
I
J
が
成
立
す
る
の
は
更
に
時
代
が
下
る
よ
う
で
あ
る
。

致
は
馬
王
堆
吊
書
「
老
子
甲
本
後
侠
書
」
に
見
え
、

(35)
知
其
不
化
、
智
也
。
化
而
弗
知
、
恩
芙
。
化
而
知
之
、
致
也
（

四
五
六
）

と
あ
る
。
『
准
南
子
』
人
間
訓
の
「
愚
人
之
思
鼓
」
の
注
に
「
鼓
、
短
也
」

と
あ
る
。
馬
王
堆
吊
書
の
致
は
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。
妓
に
「
綴
」

「
剥
」
よ
り
「
短
」
の
義
が
引
伸
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。

（
し
）
扶

(36)
吏
坐
官
以
負
賞
、
未
而
死
及
有
皐
以
収
、
扶
出
其
分
（

十
八
種
」
八
四
）

(37)
袂
蓋
、
贖
鯨
。
可
胃
挟
蓋
。
挟
蓋
者
已
袂
啓
之
、
乃
為
挟
。
旦

未
啓
亦
為
挟
。
挟
之
弗
能
啓
、
即
去
（
「
法
律
答
問
」
三

O
)

(36)
は
〔
削
り
と
る
〕
の
義
で
、

(37)
は
〔
く
じ
る
〕
と
か
〔
え

ぐ
る
〕
の
義
で
、
雨
者
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。
『
説
文
』
に
挟
は
「
挑
也
。

以
手
夫
翌
」
と
説
解
さ
れ
る
。
訓
の
「
挑
」
は
多
義
語
で
、
許
慎
が
い
づ

れ
の
義
で
こ
の
訓
を
用
い
た
か
知
り
難
い
が
、
挑
に
「
穿
也
」
と
か
「
挟

也
」
と
訓
ぜ
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
、
よ
っ
て
秦
簡
の
義
に
同
じ
と
見
て
よ

(22) 
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い
だ
ろ
う
。

挟
よ
り
手
芳
を
除
い
た
夫
は
『
説
文
」
（
三
下
又
部
）
に
「
分
決
也
。

以
又
乎
、
象
決
形
」
と
あ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
そ
の
結
構
の
説
解
は
不
明

だ
が
、
徐
錯
の
注
に
「
ゴ
、
物
也
°
ー
所
以
決
之
」
と
あ
り
、
「
説
文
』

(
+
―
上
水
部
）
の
決
の
訓
「
行
流
也
」
と
併
せ
見
る
と
、
流
れ
を
止
め

て
い
る
物
を
ー
で
貫
通
し
て
い
る
象
と
理
解
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
小
築
の
字
形
忍
「
を
見
る
限
り
、
手
に
刃
器
を
持
つ
形
の
象
形
で
、

刃
器
を
以
て
す
る
行
為
「
決
絶
」
が
原
義
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
秦
簡
に
は
夫
（
六
例
）
・
決
（
一
例
）
・
映
（
一
例
）
が

見
え
る
。

(38)
傷
栞
輿
馬
、
夫
革
一
寸
、
黄
一
盾
（
「
秦
律
維
抄
」
二
七
）

(39)
興
事
不
時
、
緩
令
急
徴
、
夫
獄
不
正
（
「
為
吏
之
道
」
四
四
）

(40)
使
其
弟
子
冨
律
、
及
治
之
、
黄
一
甲
。
決
革
、
二
甲
（
『
秦
律

雑
抄
」
六
）

(41)
未
卒
歳
或
壊
快
、
令
縣
復
興
徒
為
之
（
「
秦
律
十
八
種
」
一
―

八）
こ
れ
ら
は
そ
の
用
義
か
ら
み
て
い
づ
れ
も
「
決
」
の
義
で
あ
る
。

(40)
で

賓
際
に
決
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
夫
は
決
の
略
字
、
映
は
決
と
の
通

用
と
も
見
れ
な
く
も
な
い
が
、
夫
の
原
義
「
決
絶
」
よ
り
「
決
定
」
「
決

壊
」
の
義
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
決
や
映
の
字
が
華
乳
し
つ
つ
あ
る
過

程
と
し
て
の
現
象
と
見
れ
な
い
だ
ろ
う
か
（
注
36)
。

「
挟
則
」
や
「
挟
穿
」
の
義
を
有
す
る
秦
簡
の
挟
も
こ
の
よ
う
な
央
字

の
義
の
引
伸
の
―
つ
で
あ
り
、
こ
の
義
を
明
確
に
し
、
原
義
や
他
義
と
園

偕
芳
人
不
援
、

椅
炉

百
歩
中
比
壁
、

富
黄
二
甲

（
す
）
援

(42)
有
賊
殺
傷
人
衝
術
、

(
「
法
律
答
問
』
一
〇
一
）

と
あ
り
、
「
救
援
」
の
義
で
あ
る
。
援
は
「
説
文
」
に
「
引
也
。
以
手
愛

翌
」
と
す
る
。

援
よ
り
手
芳
を
除
い
た
妥
は
『
説
文
」
（
四
下
叉
部
）
に
「
引
也
。
以

叉
以
干
。
瘤
文
以
為
車
戟
字
」
と
あ
り
、
そ
の
訓
は
援
と
同
じ
で
あ
る
。

そ
の
結
構
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
前
に
載
る
叉
字
の
説
解
で
「
物
落
、
上
下

相
付
也
。
以
爪
以
又
」
と
上
下
よ
り
雨
手
を
伸
ば
す
形
と
し
て
い
る
の
で
、

妥
ぱ
干
を
上
下
よ
り
持
す
る
形
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ト
文
に
杭
集
3

字
が
あ
り
、
こ
れ
が
後
の
妥
と
見
な
さ
れ
る
が
、
祭
名

や
連
詞
の
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
金
文
期
に
な
る
と
、

4
灸
（
琥
季
子

白
盤
）
と
中
央
の
部
分
が
干
に
近
い
形
に
な
る
。
用
義
は
、
琥
季
子
白
盤

に
〔
こ
こ
に
〕
と
虚
字
で
用
い
ら
れ
る
他
に
、
「
室
絲
五
十
妥
」
（
口
辛

伯
鼎
）
と
、
後
の
緩
（
重
呈
輩
位
）
の
義
や
、
「
則
妥
千
罰
千
」
（
散
氏

盤
）
と
罰
と
近
義
で
用
い
ら
れ
る
が
、
い
づ
れ
に
も
「
引
」
の
義
の
も
の

は
見
え
な
い
。

し
か
し
、
卜
文
•
金
文
の
字
形
か
ら
見
て
、
妥
に
「
引
」
の
義
の
存
す

る
こ
と
は
確
か
で
、
こ
れ
ら
の
字
形
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
高
鴻
緬
は
次

の
よ
う
に
云
う
（
注
37)
。

按
、
象
二
手
執
繹
牽
引
、

へ
（
雨
手
）
鐙
執
繹
牽
引
之
形
、
由

別
す
る
た
め
手
芳
が
添
加
さ
れ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(23) 
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文
雨
手
生
意
、
故
託
引
綱
之
形
、
以
寄
援
引
之
意
。
動
詞
。
後
借
用
為

虚
字
。
…
周
時
網
尾
有
端
緒
可
見
。
秦
時
網
形
愛
為
干
竪
。
即
唐
立
庵

所
謂
象
意
竪
化
也
。
自
借
用
為
虚
字
。
秦
人
乃
又
加
手
為
意
符
、
作
援
。

援
行
而
妥
之
本
意
亡
。

字
形
よ
り
義
を
解
し
、
『
説
文
」
小
築
を
秦
時
の
も
の
と
し
て
説
く
も
の

で
あ
る
が
、
妥
と
援
を
手
芳
添
加
字
と
考
え
る
の
は
従
う
べ
き
で
あ
る
。

緩
が

(39)
に
「
緩
令
急
徽
」
と
見
え
、
急
の
反
射
義
で
あ
る
の
で
「
遅

緩
」
の
義
で
あ
る
。
「
説
文
」
(
+
三
上
素
部
）
に
綴
が
載
り
「
綽
也
。

以
素
妥
翌
。
緩
、
類
或
省
」
と
、
類
の
省
文
と
さ
れ
る
宇
で
あ
る
。
訓
の

「
綽
」
は
綽
と
同
字
で
〔
ゆ
る
い
〕
の
義
で
あ
る
の
で
、
秦
簡
の
義
と
ほ

ぼ
一
致
す
る
。
こ
の
緩
も
妥
よ
り
の
派
生
義
で
、
糸
芳
添
加
字
で
あ
る
こ

と
は
疑
い
な
い
。

（
せ
）
掘

(43)
人
母
故
而
賊
摘
若
虫
、
及
須
習
（

と
あ
り
、
〔
曲
が
る
〕
と
か
〔
矯
む
〕
の
義
で
あ
る
。

揺
は
『
説
文
」
に
「
奉
手
也
。
以
手
喬
翌
。
一
曰
、
揺
、
摺
也
」
と
あ

り
、
〔
手
を
あ
げ
る
〕
と
〔
ほ
し
い
ま
ま
〕
の
義
を
畢
げ
る
が
、
秦
簡
と

は
合
わ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
橘
よ
り
手
芳
を
除
い
た
喬
は
「
説
文
』

(
1
0下
夭
部
）
に

「
高
而
曲
也
。
以
夭
以
高
省
。
詩
曰
、
南
有
喬
木
」
と
あ
り
、
訓
に
「
高

而
曲
」
と
す
る
が
、
喬
が
「
高
」
の
義
、
「
曲
」
の
義
そ
れ
ぞ
れ
を
有
し

て
い
る
と
解
す
れ
ば
、
橋
の
『
説
文
』
の
二
訓
は
い
づ
れ
も
「
高
」
の
義

八
三
六
反
）

(47)
の
橘
は
「
蒻
慢
」
の

の
延
長
上
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

揺
に
「
曲
矯
」
の
義
が
存
し
た
こ
と
は
、
燕
刺
王
旦
偲
に
「
方

今
寡
人
欲
橋
邪
防
非
」
（
注
38)
と
あ
る
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

金
文
で
は
喬
は
羞
5

（
郎
鐘
）
こ
盆
（
会
忠
鼎
）
の
二
種
の
字
形
に
作
る
。

高
（
棲
門
）
の
上
に
と
や
[
の
表
飾
を
加
え
た
形
で
ヽ
表
飾
を
高
所
に
加

え
る
と
こ
ろ
か
ら
「
高
奉
」
の
義
が
生
じ
、
そ
の
表
飾
の
夭
屈
す
る
様
よ

り
「
曲
矯
」
の
義
が
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
用
義
と
し
て
は
、

(44)
喬
喬
其
龍
、
既
壽
琶
虚
…
余
不
敢
為
喬
、
我
以
享
孝
（
部
鐘
）

(45)
正
月
吉
日
、
室
躊
喬
鼎
、
以
共
哉
棠
（
会
忠
鼎
）

と
あ
り
、

(44)
の
「
喬
喬
」
は
「
詩
』
の
「
蹟
蹟
」
（
注
39)

〔
つ
よ

く
盛
ん
な
様
〕
で
あ
り
、
そ
の
下
の
喬
は
「
職
慢
」
の
義
で
‘
雨
者
と
も

「
高
奉
」
の
義
よ
り
の
引
伸
で
あ
る
。

(45)
の
喬
は
「
喬
鼎
」
と
あ
る

の
で
「
鑽
鼎
」
の
こ
と
。
「
説
文
』
(
+
四
上
金
部
）
に
鑽
は
「
似
鼎
而

而
長
足
」
と
あ
り
、
高
足
の
鼎
の
こ
と
で
、
こ
れ
も
「
高
奉
」
の
義
よ
り

の
引
伸
で
あ
る
。
金
文
に
「
矯
曲
」
の
義
の
方
は
見
え
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
秦
簡
に
お
い
て
、
橘
．
矯
•
駿
の
字
が
見
え
、
そ
の
う
ち

橋
は
、
「
橋
梁
」
の
義
（
こ
れ
は
恐
ら
く
「
矯
曲
」
の
義
よ
り
の
派
生
で

あ
ろ
う
）
で
用
い
ら
れ
る
他
、

(46)
審
知
民
能
、
善
度
民
力
、
努
以
街
之
、
正
以
橋
之
（
「
為
吏
之

道
」
ニ
―
)

(47)
某
里
士
五
縛
詣
男
子
丙
、
告
曰
、
丙
、
甲
臣
、
橋
樺
（
「
封
診

式
』
四

O
)

と
あ
り
、

(46)
の
橋
は
「
矯
曲
」
の
義
、

(24) 
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義
で
あ
る
。
喬
よ
り
竿
乳
し
た
橋
に
な
お
、
雨
義
が
残
存
し
て
い
る
こ
と

を
伺
わ
せ
る
。
秦
簡
の
矯
．
頴
は
そ
の
雨
義
を
園
別
せ
ん
と
し
て
造
字
さ

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
徐
瀬
の
『
説
文
解
宇
注
箋
』
（
注

40)
に、

橋
嬌
等
字
、
皆
周
秦
以
来
相
承
増
偏
芳
、
不
得
概
謂
之
俗
字
也
。
周

南
漢
廣
篇
、
南
有
喬
木
、
毛
偲
、
喬
、
上
陳
也
。
按
以
喬
之
字
如
僑
・

瞬
•
躊
．
摘
之
類
皆
取
高
意
。
橘
．
矯
．
縞
．
嬌
之
類
皆
取
曲
意
。
凡

言
訛
曲
健
畢
日
夭
喬
、
或
曰
夭
蝠
、
亦
作
夭
矯
。
此
嘗
以
夭
為
翌
゜

と
云
う
。
摘
•
橋
に
雨
義
の
存
す
る
こ
と
は
見
て
来
た
と
お
り
で
あ
る
が
、

喬
に
従
う
字
を
偏
芳
添
加
字
と
み
な
す
の
に
は
全
く
異
論
は
な
い
。

こ
れ
ら
か
ら
み
て
、
摘
は
、
喬
に
動
作
の
義
を
強
化
す
る
義
で
手
芳
が

添
加
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
そ
）
抵

(48)
診
必
先
謹
審
覗
其
跡
、
常
獨
抵
死
所
、
即
覗
索
終
（
『
封
診
式
」

七
二
）

と
あ
り
、
〔
至
る
〕
の
義
で
あ
る
。
抵
は
「
説
文
』
に
「
撰
也
」
と
あ
り
、

「
推
擁
」
の
義
で
あ
る
。
秦
簡
の
義
と
合
わ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
抵
よ
り
手
芳
を
除
い
た
氏
は
『
説
文
』
（
十
二
下
氏
部
）

に
「
至
也
。
以
氏
、
下
箸
一
。
一
、
地
也
」
と
あ
る
。
『
繋
偲
』
に
は
「
至

也
、
本
也
」
と
二
訓
が
載
せ
ら
れ
、
更
に
徐
錯
の
按
語
「
天
根
、
氏
也
。

指
事
」
が
附
せ
ら
れ
る
。
「
天
根
」
は
星
宿
の
氏
と
闊
聯
づ
け
る
も
の
で

あ
る
が
、
「
至
」
と
「
本
」
の
二
義
が
存
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
れ

に
つ
い
て
、
「
説
文
解
字
注
箋
』
（
注

41)
に、

氏
即
根
底
本
字
。
相
承
増
木
為
抵
。
爾
雅
繹
言
、
抵
、
本
也
。
小
雅

節
南
山
篇
、
維
周
之
氏
。
毛
偲
、
氏
、
本
也
。
氏
在
下
。
故
引
伸
為
高

低
之
僧
。
説
文
無
低
字
。
日
部
曰
、
昏
、
以
日
氏
省
、
氏
者
下
也
。
漢

書
食
貨
志
日
（
注
42)
、
封
君
皆
氏
首
仰
給
焉
。
顔
注
、
氏
首
猶
俯
首

也
。
至
有
下
義
、
故
訓
為
至
、
又
為
本
。

と
云
う
。
氏
の
本
義
を
「
底
」
と
し
、
そ
れ
よ
り
「
下
」
の
義
、
「
至
」

の
義
を
引
伸
し
た
こ
と
を
云
う
も
の
で
あ
る
が
、
字
形
よ
り
説
く
も
の
で

は
な
い
。

白
川
静
氏
は
、
氏
と
闘
聯
づ
け
て
字
形
的
に
こ
れ
を
説
き
、

氏
を
剖
別
の
字
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
以
て
甜
磨
を
加
え
る
こ
と
を
氏

と
い
っ
た

と
す
る
（
注
43)
。
馬
王
堆
瞥
書
に
抵
が
見
え
、
「
琴
」
と
い
う
皮
膚
病

の
一
種
に
封
す
る
呪
術
的
治
療
法
と
し
て
、

(49)
以
履
下
靡
抵
之
（
「
五
十
二
病
方
』
三
八

O
)

と
あ
り
、
「
靡
抵
」
は
「
磨
抵
」
で
あ
り
、
連
文
で
あ
る
の
で
、
抵
の
義

は
磨
に
近
い
。
抵
が
漢
初
に
な
お
、
そ
の
元
字
で
あ
る
氏
の
義
を
存
し
て

い
た
こ
と
が
知
れ
る
。
恐
ら
く
、
氏
の
原
義
は
抵
字
の
成
立
後
、
専
ら
抵

字
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
氏
は
か
え
っ
て
そ
の
原
義
を
忘
失

さ
れ
、
「
説
文
』
で
も
「
至
」
と
い
う
後
起
の
義
で
訓
ぜ
ら
れ
る
に
至
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
よ
り
見
て
、
抵
が
氏
の
手
芳
添
加
字
で
あ
る
こ

と
は
疑
い
な
い
。

な
お
秦
簡
に
は
抵
も
見
え
、

(50)
悪
吏
不
明
濫
律
令
、
…
母
公
端
之
心
而
有
冒
抵
之
治
（
「
語
書
』

(25) 
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と
あ
る
。
「
冒
抵
」
の
抵
は
恐
ら
く
〔
抵
る
〕

し
て
は
「
利
磨
」
か
ら
の
引
伸
で
あ
ろ
う
。

の
義
で

（注

44)
、
義
と

以
兵
刃
投
梃
拳
指
傷
人
（
「
法
律
答
問
』
九

（
た
）
投

(51)
邦
客
興
主
人
闘
、

O
)
 

(52)
人
母
故
而
鬼
祠
其
宮
、
不
可
去
。
是
祖
口
萌
。
以
犬
矢
投
之
、

不
来
芙
（
「
日
書
』
八
四
七
反
•
中
）

と
あ
り
、

(51)
は
「
投
梃
」
と
あ
る
の
で
（
注
45)
、
「
注
一
』
「
注

二
」
に
述
べ
る
よ
う
に
、
「
父
」
の
義
で
あ
る
。

(52)
は
、
『
日
書
」

の
「
詰
」
と
い
わ
れ
る
悪
霊
の
抜
譲
方
式
で
あ
る
が
、
こ
の
投
は
「
う
ち

投
げ
る
」
と
い
う
程
の
義
で
あ
ろ
う
。

投
は
『
説
文
』
に
「
槌
也
。
以
手
以
生
」
と
さ
れ
る
。
訓
の
摘
に
つ
い
て

は
、
こ
の
宇
が
投
の
す
ぐ
後
に
あ
り
「
掻
也
。
以
手
適
竪
。
一
日
、
投
也
」

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
槌
が
投
と
互
訓
で
あ
り
、
そ
の
義
は
掬
の
も
う
一
っ

の
義
「
揺
」
と
は
別
で
あ
る
こ
と
を
云
う
。
互
訓
の
方
の
義
は
、
恐
ら
く
、

『
史
記
』
荊
阿
得
の
有
名
な
一
句
、
「
乃
引
ヒ
首
以
掬
秦
王
」
の
掬
の
義

で
「
う
ち
投
げ
る
」
の
義
で
あ
ろ
う
。
因
っ
て
、
『
説
文
』
の
投
の
訓
と

秦
簡
の

(52)
の
投
の
義
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。

『
説
文
」
が
投
を
會
意
字
と
す
る
財
に
つ
い
て
は
、
『
繋
博
』
に
「
従
手

生
竪
、
特
婁
反
」
と
形
竪
字
と
し
、
そ
の
音
を
「
ト
ウ
」
と
す
る
。
さ
す

れ
ば
『
繋
博
』
は
「
父
翌
」
の
交
を
「
ト
ウ
」
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

『
繋
博
』
は
生
の
説
解
で
そ
の
音
を
「
殊
、
船
園
反
」
と
し
て
い
る
の
で
、

生
に
二
音
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
投
よ
り
手
芳
を
除
い
た
生
は
『
説
文
』
（
三
下
父
部
）
に
「
以

投
殊
人
也
。
證
、
生
以
積
竹
八
触
、
長
丈
二
尺
、
建
於
兵
車
、
旅
寅
以
先

駆
。
い
又
几
竪
」
と
あ
る
。
こ
の
説
解
中
、
投
を
杖
と
す
る
異
文
が
あ
り
、

注
繹
家
も
多
く
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
が
、
『
説
文
』
は
生
の
す
ぐ
後
に
投

を
載
せ
、
「
軍
中
士
所
持
生
也
。
以
木
以
交
。
司
馬
法
曰
、
執
羽
以
投
」

（注

46)
と
云
う
の
に
握
れ
ば
、
投
と
生
は
元
は
同
物
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
『
繋
偲
』
の
交
字
に
封
す
る
徐
錯
の
按
語
に

「
断
絶
分
析
為
殊
」
と
あ
り
、
錯
は
「
殊
人
」
を
「
人
を
殊
（
と
お
ざ
）
け

る

」

と

は

訓

ん

で

い

な

か

っ

た

よ

う

で

あ

る

。

た

金
文
で
は
生
は
久
‘
に
作
ら
れ
「
史
趙
曹
昆
弓
矢
・
虎
慮
□
口
十
生
」

（
趙
菌
鼎
）
と
銘
文
中
に
は
見
え
て
い
た
が
、
宵
物
は
ど
ん
な
も
の
か
知

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
曾
侯
乙
墓
よ
り
「
曾
戻
邸

之
用
生
」
と
刃
部
に
銘
を
有
す
る
兵
器
が
出
土
し
、
生
の
賓
物
を
知
る
こ

と
が
で
き
た
（
注

47)
。
長
秤
上
に
三
稜
の
利
刀
を
附
す
る
も
の
で
、
少

な
く
と
も
春
秋
晩
期
の
生
の
形
吠
で
は
、
け
っ
し
て
杖
で
は
な
く
、
人
を

刺
殺
す
る
も
の
で
あ
る
。
投
は
そ
の
樺
部
の
材
を
強
調
す
る
意
味
で
附
せ

ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

よ
っ
て
、
生
に
〔
刺
す
〕
や
〔
う
つ
〕
の
義
が
派
生
す
る
こ
と
は
容
易

に
推
測
で
き
、
生
の
義
の
う
ち
こ
れ
ら
の
行
為
に
封
し
て
手
芳
を
添
加
し

て
投
が
成
立
す
る
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。
『
説
文
」
が
投
を
會
意
字

と
し
て
い
る
こ
と
や
『
繋
博
』
が
投
の
交
を
「
ト
ウ
」
と
し
て
い
る
こ
と
も

(26) 
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（ち）

抜

兒
無
投
其
角
、
虎
無
所
措
爪
、
兵
無
所
容
其
力
（
五

0
章）

を
馬
王
堆
「
老
子
甲
本
』
で
は
、

矢
元
所
楷
其
角
、
虎
元
所
昔
其
蚤
、
兵
元
所
容
□
□
（
二
六
）

8
)
 
4
 

と
す
る
。
投
は
〔
な
げ
る
〕
で
は
意
が
通
じ
な
い
が
、
楷
は
『
説
文
』
（
六

上
木
部
）
に
「
箇
也
。
以
木
詣
翌
。
一
曰
、
楷
、
度
。
一
曰
、
剥
也
」
と

あ
り
、
多
義
字
で
あ
る
が
中
に
〔
む
ち
う
つ
〕
の
義
が
あ
っ
て
、
『
老
子
』

の
投
も
〔
う
つ
〕
の
方
向
で
訓
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
。

生
に
二
音
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
『
諧
竪
補
逸
』
（
注

こ
ョ―‘雙

9
)
 
4
 投

、
父
竪
、
猶
吸
駄
投
省
竪
。
投
•
吸
•
生
並
同
部
、
翌
相
近
。

と
あ
り
、
「
シ
ュ
」
と
「
ト
ウ
」
は
近
音
で
も
あ
る
。

（注

こ
れ
を
補
證
す
る
も
の
で
あ
る
。
秦
簡

(51)
に
お
い
て
、
投
を
生
の
義

で
用
い
る
の
も
、
投
が
生
の
竿
乳
字
で
、
投
の
中
に
な
お
元
字
の
義
が
存

し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

た
だ
、
投
の
初
義
は
先
述
し
た
よ
う
に
〔
刺
す
〕
と
か
〔
う
つ
〕
で
あ

っ
た
筈
で
あ
り
、
秦
簡

(52)
や
『
説
文
』
の
訓
〔
う
ち
投
げ
る
〕
は
引
伸

義
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
義
を
媒
介
と
し
て
現
在
の
〔
投
げ
る
〕
の
義
に

至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
秦
漢
期
の
文
献
に
は
、
投
を
〔
う
つ
〕
や
〔
う

ち
投
げ
る
〕
の
義
で
用
い
る
も
の
が
多
い
。
一
例
を
畢
げ
れ
ば
、
『
老
子
』

の、

故
謂
之

抜
は
既
に

(22)
に
見
え
て
お
り
、
他
に
も
、

(53)
跛
．
戟
．
矛
有
室
者
、
抜
以
闘
、
未
有
傷
殴
、
論
比
剣
（
「
法

律
答
問
」
八
五
）

な
ど
計
四
例
あ
る
が
、
全
て
〔
ぬ
く
〕
の
義
で
あ
る
。
『
説
文
』
に
は
「
擢

也
。
以
手
友
竪
」
と
説
解
さ
れ
る
。
抜
の
す
ぐ
前
に
擢
が
載
り
、
「
引
也
」

と
あ
り
、
こ
れ
ら
か
ら
み
て
、
抜
の
「
説
文
』
の
訓
は
秦
簡
と
ほ
ぼ
同
じ

で
あ
る
。

抜
よ
り
手
芳
を
除
い
た
友
は
「
説
文
』
(
+
上
犬
部
）
で
は
「
走
犬
兒
。

以
犬
而
ノ
之
也
。
曳
其
足
、
則
刺
友
也
」
と
あ
る
。
「
走
犬
兒
」
と
あ
る

の
で
、
「
刺
友
」
は
擬
態
語
（
足
が
バ
ラ
バ
ラ
な
様
）
で
あ
り
、
擬
態
語

は
多
く
竪
を
借
り
る
の
み
で
あ
る
の
で
、
「
説
文
」
の
説
解
は
牽
強
で
あ

る
。
こ
の
友
は
『
繋
偲
』
に
徐
錯
の
按
語
が
あ
り
「
祓
•
茨
•
炭
・
跛
従
此
°

ーヽノ

指
事
」
と
云
う
。
指
事
と
は
友
の
字
形
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

27（
 

「
此
（
友
）
に
従
ふ
」
と
さ
れ
る
四
字
を
こ
こ
で
特
に
奉
げ
た
の
は
、
義

に
お
い
て
相
承
け
る
腐
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

白
川
静
氏
は
、
友
を
、
犬
に
ノ
を
加
え
る
の
は
犬
を
際
殺
し
犬
牲
と
し

て
用
い
て
祓
誼
す
る
も
の
で
、
祓
の
字
に
そ
の
義
が
受
け
織
が
れ
て
い
る

と
す
る
（
注
50)
。
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
更
に
「
祓
譲
」
「
祓
除
」
の

義
よ
り
〔
ぬ
く
〕
の
義
が
生
じ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

『
繋
偲
』
の
奉
げ
る
四
字
は
そ
れ
ぞ
れ
、

祓
、
除
悪
祭
也
。
以
示
友
竪
。
(
-
上
示
部
）

葵
帥
根
也
。
以
舛
友
翌
。
春
舛
根
枯
、
引
之
而
獲
土
撥
、

菱
。
(
-
下
舛
部
）
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抜
は
友
に

〔
ぬ
く
〕

炭
、
舎
也
。
以

r友
竪
。
詩
曰
、
召
伯
所
友
。

跛
、
蹴
跛
也
。
以
足
友
竪
。

と
あ
り
、
跛
が
、
擬
態
語
の
「
刺
友
」
の
義
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
他
、

祓
•
茨
に
〔
ぬ
く
〕
の
義
と
近
い
義
が
あ
り
、
反
は
〔
や
ど
る
〕
で
あ
る

か
、
所
引
の
「
詩
』
召
南
・
甘
棠
は
『
毛
詩
』
で
は
笈
に
作
っ
て
い
る
。

尚
、
他
に
友
に
従
う
字
に
祓
が
あ
り
、
「
説
文
』
に
、

出
将
有
事
於
道
、
必
先
告
其
紳
、
立
壇
四
通
、
樹
茅
以
依
紳
為
祓
。

既
祭
祓
鰈
於
牲
而
行
為
範
戟
。
詩
日
、
取
蔑
以
祓
。
以
車
友
翌
。
(
+

四
上
車
部
）

と
云
う
。
友
の
原
義
を
祓
と
と
も
に
と
ど
め
る
も
の
で
あ
る
。

更
に
『
易
』
泰
卦
に
「
初
九
。
抜
茅
茄
、
以
其
歳
、
征
、
吉
」
と
あ
る

の
を
馬
王
堆
の
『
昂
」
に
は
、

友
茅
茄
以
其
胃
、
貞
吉
。
(
+
一
）

に
作
る
と
云
う
（
注

52)
。
馬
王
堆
の
友
は
抜
の
省
略
と
考
え
ら
れ
な
く

も
な
い
が
、
「
易
』
と
、
の
性
格
上
特
に
元
字
を
用
い
た
と
考
え
た

方
が
よ
い
。

こ
れ
ら
よ
り
見
て
、

加
字
で
あ
ろ
う
。

の
義
が
生
じ
た
後
の
手
芳
添

（
つ
）
拳

拳
は
既
に

(51
）
に
「
拳
指
」
と
あ
り
、
〔
こ
ぶ
し
〕
の
義
で
あ
る
。

こ
の
字
は
『
説
文
」
で
は
「
手
也
。
以
手
哭
竪
」
と
あ
る
。
訓
は
秦
簡
と

ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
が
、
字
の
結
構
を
形
翌
字
と
す
る
。

（注
51)

四
こ
の
拳
よ
り
手
芳
を
除
い
た
疾
は
「
説
文
」
（
三
上
升
部
）
に
的
灯
の
形

に
作
り
、
「
拇
飯
也
。
以
升
釆
竪
゜
釆
、
古
文
雛
字
、
讀
若
書
巻
」
と
あ

る
。
疾
に
従
う
字
と
し
て
、
望
山
二
琥
墓
出
土
の
遣
策
中
に
泰
の
字
が
み

え
（
特
）
（
注

53)
、
こ
の
字
で
は
右
部
の
疾
を
井
に
作
り
、
「
説
文
」

の
疾
の
形
に
近
い
。
十
或
い
は
出
が
何
を
意
味
す
る
も
の
か
不
明
で
あ
る

が
、
雨
手
で
行
う
動
作
で
あ
る
こ
と
は
間
逹
い
な
い
。
『
説
文
』
の
「
讀

若
書
巻
」
よ
り
見
て
、
或
い
は
雨
手
で
巻
く
動
作
で
あ
ろ
う
か
。

秦
•
巻
は
『
説
文
」
に
そ
れ
ぞ
れ
、
「
撰
菅
網
也
」
(
+
三
上
糸
部
）

「
都
曲
也
」
（
九
上

n部
）
と
あ
る
。
「
攘
菅
」
と
は
「
禅
が
け
」
の
こ

と
で
、
こ
の
雨
字
に
は
「
曲
捲
」
の
義
が
存
し
て
い
る
。

思
つ
に
、
疾
に
「
曲
捲
」
の
義
が
存
し
、
や
が
て
手
の
「
こ
ぶ
し
」
部

が
「
捲
く
」
機
能
を
有
す
る
こ
と
よ
り
、
衆
に
「
こ
ぶ
し
」
の
義
が
生
じ
、

更
に
身
競
と
し
て
の
手
の
部
位
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
手
芳
を

添
加
し
て
拳
の
字
が
成
立
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
だ
そ
う
す
る
と
、

こ
の
手
芳
の
義
は
他
の
手
芳
字
の
よ
う
に
、
手
の
動
作
を
示
す
義
で
は
な

く
、
身
競
と
し
て
の
手
の
義
で
あ
る
こ
と
は
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

‘,
0

 

し
以
上
十
字
は
「
説
文
」
を
中
心
と
す
る
闊
聯
資
料
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
手

芳
添
加
字
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
九
字
に
お
い
て
手

芳
は
行
為
の
義
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

(28) 
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さ
て
、
こ
れ
ら
の
字
の
他
に
、
少
数
で
は
あ
る
が
、
従
支
（
あ
る
い
は

従
支
）
の
字
形
よ
り
手
芳
字
に
愛
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
字
が
存
す
る
。

一
で
、
「
説
文
』
手
部
に
酎
廊
す
る
『
金
文
編
』
の
諸
字
は
手
に
従
わ

な
い
こ
と
を
述
べ
た
が
、
そ
こ
で
扶
は
奴
・
殻
に
、
博
は
博
・
敷
・
博
に
、

播
は
粒
に
、
撲
は
穀
•
瞬
に
、
捷
は
戟
に
作
ら
れ
て
お
り
、
手
芳
字
の
一

部
が
元
々
、
文
・
文
と
何
ら
か
の
闘
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。

更
に
、
『
説
文
』
手
部
の
諸
字
中
に
、
小
築
に
お
い
て
手
芳
字
が
掲
げ
ら
れ

な
が
ら
、
そ
の
説
解
中
に
古
文
の
字
形
が
畢
げ
ら
れ
、
そ
れ
が
支
に
従
っ

て
い
る
も
の
が
、
三
字
あ
る
。
即
ち
、
扶
•
揚
•
播
で
、
そ
れ
ぞ
れ
餃
[
.

絞
ふ
豆
の
古
文
の
形
に
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
三
字
の
う
ち
、
揚
は
、
金

文
の
字
形
は
鉗
四
に
作
り
、
字
形
は
愛
上
に
あ
る
玉
器
を
右
方
の
人
が
端

奉
す
る
形
で
、
用
義
は
「
封
揚
某
休
」
と
い
う
常
語
の
中
で
用
い
ら
れ
る
。

『
説
文
』
に
「
飛
畢
也
」
と
す
る
訓
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
近
い
義
で
あ
る
。

『
説
文
」
古
文
裕
示
ヌ
内
は
、
こ
の
金
，
が
謡
愛
し
た
も
の
で
あ
る
。
因
っ

て
、
元
々
従
支
の
字
で
は
な
か
っ
た
の
で
省
く
べ
き
で
あ
る
。
ち
な
み
に

揚
は
、
秦
簡
に
は
見
え
な
い
が
、
馬
王
堆
吊
書
に
見
え
、

(54)
成
零
五
斗
、
出
、
揚
去
氣
、
盛
以
新
難
（
「
五
十
二
病
方
」
九

二）

と
あ
り
、
義
は
「
飛
塞
」
に
近
く
、
字
形
も
手
芳
に
作
る
。
そ
れ
も
字
の

左
方
に
移
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
漢
初
に
は
、
他
の
手
芳
字
が
成
立
し

て
お
り
、
こ
の
影
響
の
下
に
手
芳
へ
と
愛
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

掲
の
場
合
は
少
々
鰹
緯
を
異
に
す
る
が
、
芳
を
同
じ
く
す
る
従
支
字
と

手
芳
字
に
同
字
で
あ
る
も
の
が
多
い
と
い
う
指
摘
は
既
に
先
人
に
よ
っ
て

な
さ
れ
て
い
る
。
『
六
書
尋
源
」
（
注
54)
に
云
う
、

凡
字
之
以
支
者
多
典
以
手
者
通
仝
゜
如
妓
・
戟
．
跛
•
救
．
載
・
殿

ふ
成
・
敲
•
厳
•
殿
・
殿
等
字
是
也
。

こ
れ
ら
の
諸
字
の
採
字
の
書
は
、
『
集
韻
」
『
字
錮
」
等
で
、
史
料
的
に

は
後
代
の
も
の
で
あ
る
が
、
金
文
の
字
と
較
べ
る
時
、
一
概
に
無
覗
で
き

な
い
も
の
で
あ
る
。
「
周
證
」
大
司
徒
の
「
正
日
景
以
求
地
中
」
の
求
を

「
故
書
」
に
救
（
或
い
は
救
）
に
作
る
こ
と
に
つ
い
て
、
『
周
證
異
文
考
』

に
魯
賓
先
の
説
を
引
く
。
栂
氏
は
、
従
支
と
従
生
の
字
が
通
作
す
る
だ
け

で
な
く
、
又
•
帥
•
寸
に
従
う
字
と
も
通
作
す
る
と
し
、
「
説
文
』
の
諸

字
を
奉
げ
た
の
ち
、

證
之
醐
注
、
則
従
生
之
殺
典
従
支
之
殺
•
従
支
之
岐
・
敲
•
鞍
•
鼓

•
鼓
典
従
手
之
撫
．
撞
．
抒
．
掩
・
姪
、
音
義
相
同
。
凡
此
倶
為
支
．

生
・
又
•
手
相
通
證
、
不
待
遠
徽
卜
癖
金
文
、
即
已
知
其
審
、
是
則
救

之
作
救
、
正
為
古
文
之
逍
。

と
云
う
（
注
55)
。
魯
氏
は
、
『
周
證
』
の
救
を
救
に
作
る
の
を
「
古
文
之

遺
」
と
す
る
の
だ
が
、
思
う
に
、
手
芳
字
を
従
支
字
に
作
る
の
を
「
古
文

の
遺
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
述
の
、
『
説
文
」
手
部
に
載
る
、
妓
・

鼓
・
跛
の
三
字
が
全
て
「
古
文
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
古
文
系
の
字

形
を
集
め
た
と
さ
れ
る
「
汗
簡
」
の
支
部
に
も
、
こ
の
三
字
の
他
に
、

岐
（
撫
）
・
技
（
挿
）

の
二
字
を
載
せ
（
注

56)
、
更
に
『
汗
簡
j

と
同
時
代
（
北
宋
）
の
「
古

文
四
翌
韻
」
（
注

57)
に
も
、

穀
•
殿
（
攘
）

(29) 
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な
ど
の
字
を
載
せ
る
が
、
こ
れ
ら
は
後
に
手
芳
字
と
な
る
字
に
他
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
古
文
」
と
は
、
所
謂
「
今
文
・
古
文
」

の
謂
い
で
は
な
く
、
王
國
維
の
云
う
「
戦
國
時
、
六
國
用
古
文
」
（
注
58)

の
謂
い
で
あ
る
。
金
文
に
お
い
て
も
、
後
に
、
措
•
挿
・
攘
・
博
に
作
ら

れ
る
文
字
が
、
秦
器
以
外
の
列
國
期
の
器
の
銘
で
、
載
•
技
・
鼓
・
敷
（

博
）
に
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

今
こ
れ
ら
の
従
支
字
の
愛
遷
に
つ
い
て
詳
述
す
る
こ
と
は
避
け
る
が
、

そ
の
概
略
だ
け
を
示
し
て
お
く
。

従
支
字
は
既
に
卜
文
に
も
み
え
、
例
え
ば
切
w
（
鼓
と
も
改
と
も
繹
字

さ
れ
る
）
は
、
蛇
を
朴
撃
す
る
様
の
全
骰
象
形
字
で
、
用
義
も
「
割
裂
」

や
祭
祀
の
名
稲
と
し
て
用
い
ら
れ
、
象
形
の
義
と
極
め
て
近
い
。
こ
の
字

に
於
て
、
支
は
後
か
ら
加
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
蛇
に
朴
撃
を
加
え

て
出
血
さ
せ
る
と
い
う
所
為
そ
れ
自
骰
が
象
形
さ
れ
て
お
り
、
支
を
他
の

文
字
要
素
と
切
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
卜
文
の
従
支
字
は
恐
ら
く
全
て

こ
れ
と
同
類
の
方
法
で
造
字
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

西
周
期
に
入
る
と
、
例
え
ば
、
荀
に
支
を
加
え
る
敬
や
、
能
に
支
を
加
え

る
敲
な
ど
が
現
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
字
は
、
元
の
荀
・
能
と
ほ
ぼ
同
義
で

用
い
ら
れ
て
お
り
、
因
っ
て
こ
れ
ら
の
字
に
お
け
る
支
は
、
元
字
が
元
来

有
し
て
い
た
義
を
更
に
強
化
す
る
、
い
わ
ば
”
象
徴
的
“
な
義
符
と
し
て

機
能
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
や
が
て
、
西
周
後
期
よ
り
春
秋
期
に
か
け

て
、
技
や
攻
な
ど
の
字
が
見
え
始
め
る
。
こ
れ
ら
は
、
元
の
字
、
干
や
工

な
ど
が
多
義
化
し
、
そ
の
中
で
の
特
定
の
義
、
主
に
勁
詞
の
義
と
し
て
用

い
ら
れ
る
干
や
工
に
支
が
添
加
さ
れ
た
結
果
生
じ
た
字
で
、
更
に
言
え
ば

「
攻
撃
」
の
義
を
示
す
字
が
多
い
。
こ
の
段
階
で
支
は
、
元
字
の
動
詞
義

を
強
化
し
た
り
、
「
攻
撃
」
義
を
添
加
す
る
作
用
が
生
じ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
、
私
が
云
う
「
偏
芳
支
」
と
し
て
の
作
用
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
。

（
く
）
の
揮
で
検
討
し
た
、
蜀
が
中
山
王
器
で
穀
に
作
ら
れ
る
の
も
こ
れ

と
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
春
秋
•
戦
國
期
ま
で
に
緊
層
的
に
成
立
し
て
い
た
従
支
の
諸

字
の
う
ち
、
最
後
の
段
階
に
成
立
し
て
い
た
「
偏
芳
支
」
添
加
字
の
中
か

ら
、
更
に
義
が
引
伸
し
て
、
行
為
も
し
く
は
手
の
行
為
の
義
に
ま
で
派
生

し
た
文
字
が
、
秦
代
（
も
し
く
は
こ
れ
に
近
い
時
代
に
）
に
、
手
芳
に
麦

え
ら
れ
、
手
芳
字
と
な
り
、
そ
れ
以
前
の
従
支
字
が
「
古
文
」
と
し
て
残

存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
（
こ
れ
ら
の
瑕
説
は
、
卜
文
•
金

文
期
の
従
支
字
一
字
ご
と
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
詳
細
は
別
稿
に
譲

る
）
。秦

簡
に
は
、
こ
の
よ
う
な
従
支
字
よ
り
手
芳
字
へ
愛
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
字
と
し
て
、
既
に
検
討
し
た
摺
の
他
に
な
お
、
扶
•
操
•
播
の
四
字
が

存
す
る
が
、
そ
の
う
ち
扶
は
金
文
期
に
先
述
の
形
で
み
え
る
が
、
そ
の
用

義
が
人
名
で
あ
り
、
椋
討
を
加
え
難
い
。
ま
た
操
に
も
金
文
以
前
の
資
料

が
全
く
な
い
の
で
、
こ
の
雨
字
は
秦
漢
の
用
例
と
「
説
文
」
の
説
解
を
塞

げ
る
に
と
ど
め
る
。

（
て
）
扶

(55)
可
如
為
大
裏
。
大
裏
者
、
支
或
未
断
、

為
大
痰
（
「
法
律
答
問
」
二

0
八）

及
将
長
令
二
人
扶
出
之
、

(30) 
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と
あ
り
、
義
は
〔
か
か
え
た
す
け
る
〕
程
度
の
意
。

也
。
以
手
夫
竪
。
斡
ぺ
古
文
扶
」
と
あ
る
。

（
と
）
操

(56)
換
邦
柄
、
慎
度
置
、
来
者
有
稽
莫
敢
忘
（
「
為
吏
之
道
』
五
）

と
あ
り
、
そ
の
他
三
例
あ
る
が
、
義
は
〔
と
り
あ
や
つ
る
〕
程
度
の
意
。

「
説
文
』
に
は
「
把
持
也
。
以
手
梁
竪
」
と
あ
り
、
ほ
ぼ
同
義
。
尚
、
梁

は
「
鳥
群
鳴
也
。
以
品
在
木
上
」
（
巻
二
下
品
部
）
と
あ
る
。

（
な
）
播

(57)
其
穴
壌
在
堂
上
、
直
穴
播
壌
、
被
入
内
中
（
「
封
診
式
』
八

0
)

と
あ
り
、
〔
ば
ら
ま
く
〕
の
義
で
あ
る
。
こ
の
字
は
『
説
文
』
で
は
「
植

也
。
一
日
、
布
也
。
以
手
番
翌
。
跛
、
古
文
播
」
と
説
解
さ
れ
る
。
秦
簡

の
義
に
は
「
布
」
の
訓
が
近
い
。

こ
の
字
よ
り
手
芳
を
除
い
た
番
は
「
説
文
』
（
巻
二
上
釆
部
）
に
「
獣
足

謂
之
番
、
象
其
掌
。
即
、
番
或
以
足
以
煩
。
気
、
古
文
番
」
と
あ
る
。
猷

の
足
掌
を
象
っ
た
象
形
字
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
字
形
の
解
に
つ
い

て
は
諸
家
が
肯
定
し
て
い
る
（
注
59)
。
た
だ
足
掌
そ
の
も
の
と
い
う
よ

り
は
、
土
壌
に
つ
い
た
足
跡
の
象
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
集
韻
」
に
躍

の
字
が
載
り
、
「
獣
跡
也
」
と
あ
る
。
（
『
説
文
』
に
躍
字
は
載
ら
な
い
）
。

「
説
文
j

或
文
の
顕
は
、
番
よ
り
躇
の
字
が
草
乳
し
、
番
と
煩
が
近
音
で

あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
置
換
せ
ら
れ
て
闊
字
が
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
す
れ
ば
、
「
説
文
」
で
は
、
番
・
躇
は
同
字
と
認
め
ら
れ
て
い
た
の
か

「
説
文
」
に
は
「
左

も
し
れ
な
い
。
古
文
の
究
は
、
金
文
に
跛
が
精
の
形
で
み
え
、
そ
の
左

芳
に
似
る
。
恐
ら
く
、
足
掌
の
足
指
部
の
み
を
象
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

思
っ
に
、
番
に
足
跡
の
義
よ
り
、
田
畝
に
穴
を
あ
け
て
「
播
種
す
る
」

義
が
生
じ
（
注
60)
、
「
足
掌
」
「
足
跡
」
の
義
と
厖
別
し
、
動
詞
義
で

あ
る
こ
と
を
明
確
化
す
る
た
め
、
支
が
添
加
さ
れ
て
跛
の
字
が
成
立
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。
金
文
に
は
番
は
「
番
匈
生
壺
」
等
に
人
名
と
し
て
み
え

る
が
、
義
は
不
明
。
先
述
の
粒
（
翁
3

が
師
旅
鼎
に
見
え
、

(58)
思
父
令
曰
、
義
粒
諏
蕨
不
従
蕨
右
征
、
今
母
粒
、
其
又
内
干
師

旅
と
あ
る
。
文
は
や
や
難
解
で
、
粒
を
郭
沫
若
は
「
宣
布
」
と
し
（
注
61)
、

白
川
静
は
「
遥
」
と
す
る
（
注

62)
。
後
者
に
従
え
ば
、
義
は
「
播
種
」

の
義
よ
り
既
に
引
伸
し
て
い
る
が
、
勁
詞
義
た
る
こ
と
に
愛
り
は
な
い
。

跛
は
更
に
信
陽
簡
に
も
見
え
、

(
5
9
)猶芭
蘭
蓉
、
跛
者
…
•
•
•
（
一
ー
〇
二
四
）

と
あ
る
。
晰
簡
で
あ
る
の
で
正
確
な
義
は
不
明
だ
が
、
上
に
「
芭
蘭
」
と

あ
る
の
で
、
「
播
種
」
の
義
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
り
、
播
は
秦
簡
以
前
に
は
、
粒
•
跛
に
作
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
秦
簡
に
至
り
、
文
が
手
に
愛
え
ら
れ
た
の
は
、
既

に
統
一
秦
に
お
い
て
手
芳
義
が
確
立
し
、
跛
の
主
要
義
で
あ
る
「
播
種
」

の
義
が
、
手
を
以
て
す
る
行
為
と
し
て
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
春
秋
期
の
器
と
考
え
ら
れ
て
い
る
察
侯
盤
に
蕃
が
見
え
、
「
子

孫
蕃
昌
」
と
の
句
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
番
に
「
蕃
散
」
「
蕃
繁
」
の

義
が
生
じ
、
舛
が
添
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(31) 
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尚
、
扶
や
操
に
つ
い
て
も
、
夫
や
桑
に
動
詞
の
義
が
生
じ
、
や
が
て
そ

の
義
を
他
義
か
ら
園
別
す
る
た
め
に
支
が
添
加
さ
れ
、
殻
・
穀
の
字
が
造

ら
れ
、
更
に
こ
れ
が
秦
簡
の
字
形
、
扶
•
操
に
愛
化
し
て
ゆ
く
と
い
う
過

程
が
推
測
さ
れ
る
の
だ
が
、
今
は
資
料
も
な
く
、
後
の
文
字
資
料
の
出
土

を
待
ち
た
い
。

五
秦
簡
に
は
以
上
の
字
の
他
に
、
形
翌
字
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。

本
来
形
翌
字
と
は
、
お
お
か
た
の
偏
芳
が
成
立
し
た
後
に
、
未
だ
文
字
化

さ
れ
て
い
な
い
語
を
文
字
化
す
る
時
に
、
既
に
成
立
し
て
い
る
多
く
の
偏

芳
の
な
か
か
ら
、
そ
の
語
の
義
を
包
振
し
て
い
る
偏
芳
を
選
ん
で
左
芳
と

し
、
更
に
こ
れ
に
そ
の
語
の
音
に
同
じ
か
近
音
の
文
字
を
選
ん
で
右
芳
と

し
て
加
え
て
新
た
な
文
字
を
創
出
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
形

竪
字
の
原
理
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
原
理
が
自
覺
さ
れ
る
の
は
、

今
問
題
と
し
て
い
る
秦
代
よ
り
は
更
に
時
代
が
下
る
と
思
わ
れ
る
。

今
、
形
翌
宇
と
い
う
の
は
、
あ
る
輩
競
の
文
字
に
引
伸
義
が
生
じ
、
そ

の
結
果
、
偏
芳
が
添
加
さ
れ
て
複
競
字
と
な
っ
た
後
に
、
そ
の
偏
芳
は
元

の
ま
ま
に
し
て
、
元
字
の
方
を
、
よ
り
簡
明
に
書
く
こ
と
が
で
き
し
か
も

同
音
を
示
す
字
に
愛
え
て
ゆ
く
と
い
う
結
果
成
立
す
る
文
字
の
こ
と
を
云

う
。
こ
の
よ
う
な
文
字
は
、
一
方
が
偏
芳
を
、
他
方
が
音
を
示
し
て
お
り
、

形
態
的
に
見
て
形
竪
字
と
同
じ
に
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
が
形
竪
字

の
初
期
的
な
産
生
の
仕
方
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
（
注
63)
。
一
例
を
琴

げ
る
と
、
忌
が
そ
れ
で
、

(60)
思
忌
虚
始
（
中
山
王
大
鼎
）

と
あ
り
、
「
謀
慮
皆
従
」
と
な
る
文
で
、
忌
は
後
の
慮
に
疑
い
な
い
。
呂

に
〔
お
も
う
〕
と
か
〔
は
か
る
〕
の
義
は
な
い
の
で
音
を
示
す
も
の
で
あ

ろ
う
。
因
っ
て
息
字
成
立
の
前
段
階
と
し
て
、
櫨
あ
る
い
は
應
の
字
が
存

在
す
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い
た
が
、
近
年
新
出
土
の
般
殷
鼎
（
注
64)

（
西
周
後
期
よ
り
春
秋
晩
期
の
器
）
に
、

(61)
心
聖
若
愉
、
哀

l

―
利
錐

と
、
情
字
が
見
え
（
注
65)
、
義
も
恐
ら
く
「
痘
」
で
あ
ろ
う
と
云
わ
れ

る
の
で
（
注
66)
、
こ
れ
が
忌
字
の
前
段
階
の
、
偏
芳
心
添
加
字
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
字
の
膚
が
簡
明
に
書
く
こ
と
が
で
き
し
か
も
近
音
の
呂
と

置
換
せ
ら
れ
て
忌
が
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
息
の
場
合
は
、
秦
簡

に
應
の
字
が
見
え
、
こ
れ
が
『
説
文
」
に
も
と
ら
れ
て
一
般
化
し
、
忌
は

消
失
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
。

こ
の
よ
う
な
初
期
的
な
形
竪
字
は
先
秦
期
の
文
字
資
料
に
は
確
認
で
き

る
も
の
が
ま
だ
少
数
な
の
だ
が
、
秦
簡
の
手
芳
字
の
中
で
は
、
棺
と
指
が

こ
れ
に
掌
る
と
思
わ
れ
る
。

（
に
）
棺

(
6
2
)
0

、

因

恙

瞑

目

拒

棺

以

覗

力

（

）

と
あ
り
、
所
謂
「
切
歯
拒
腕
」
の
「
腕
」
の
義
で
あ
る
。
棺
（
腕
）
は
古

く
は
「
腕
首
」
の
部
分
を
示
し
て
い
た
よ
う
で
、
馬
王
堆
醤
書
で
は
、

(63)
凡
将
合
陰
陽
之
方
、
握
手
、
土
棺
陽
、
楯
村
房
（
『
合
陰
陽
」

0
二）

(32) 
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と
手
・
棺
・
村
（
肘
）
の
順
に
並
ん
で
い
る
の
が
そ
れ
を
裏
づ
け
る
。

こ
の
棺
は
「
説
文
」
に
は
「
招
棺
也
。
以
手
官
翌
。
一
曰
、
援
也
」
と

あ
る
。
〔
え
ぐ
る
〕
と
〔
引
く
〕
の
義
で
あ
り
、
「
腕
首
」
と
は
一
應
闘

係
が
な
い
。
腕
の
本
字
は
撃
で
、
「
説
文
」
で
は
「
手
撃
也
。
楊
雄
曰
、

撃
、
握
也
。
以
手
瞑
翌
」
と
す
る
。
「
腕
」
の
義
の
他
に
、
楊
雄
の
説
と

し
て
「
握
る
」
の
義
が
あ
り
、
彼
は
こ
れ
を
本
義
と
考
え
た
と
い
う
意
で

あ
ろ
う
。
秦
漢
期
に
こ
の
撃
の
字
も
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
馬
王
堆
醤

書
に
「
撃
」
（
「
五
十
二
医
方
』
三
八
三
）
の
字
が
見
え
る
こ
と
よ
り
明

ら
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
撃
よ
り
手
芳
を
除
い
た
瞑
は
、
「
説
文
」
（
四
上
目

部
）
に
「
棺
目
也
。
以
目
叉
」
と
あ
り
、
「
眼
を
え
ぐ
る
」
義
で
會
意
の

構
と
さ
れ
る
。
字
形
か
ら
見
て
、
眼
を
手
で
え
ぐ
り
血
が
飛
散
す
る
様
を

示
す
象
形
字
で
あ
ろ
う
。
『
説
文
」
の
棺
字
の
訓
「
摺
棺
」
と
も
共
通
す

る
の
で
、
恐
ら
く
、
瞑
•
撃
・
棺
は
同
字
の
華
乳
で
あ
る
こ
と
を
想
定
さ

せ
る
。「

説
文
」
に
は
他
に
、
暗
の
字
も
載
り
「
短
深
目
兒
、
以
目
瞑
」
と
あ
る
。

義
の
具
競
的
な
闘
係
は
ま
だ
不
明
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
瞑
よ
り
引
伸
・
竿

乳
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

瞑
に
「
眼
を
え
ぐ
る
」
の
義
が
あ
り
、
そ
の
行
為
を
行
う
部
分
で
あ
る

手
腕
を
も
示
す
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
、
「
手
腕
」
の
義
に
手
芳
を
添
加

し
て
緊
が
成
立
し
た
と
思
わ
れ
、
更
に
撃
に
お
い
て
音
を
示
す
官
で
瞑
を

置
き
か
え
て
（
官
に
ワ
ン
の
音
が
あ
る
の
は
舘
•
婚
等
の
字
に
そ
の
音
が

残
る
）
、
棺
の
字
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
摯
•
棺

の
字
が
成
立
し
て
か
ら
も
、
こ
れ
ら
の
字
に
瞑
の
原
義
も
受
け
態
が
れ
て

い
っ
た
こ
と
は
『
説
文
』
の
棺
の
訓
の
存
在
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。

『
史
記
」
封
祠
書
に
「
海
上
燕
齊
之
間
、
莫
不
楼
椀
而
自
言
有
禁
方
、

能
紳
倦
突
」
と
椀
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
宛
が
瞑
・
官
と

同
音
か
近
音
の
闊
係
と
な
る
た
め
で
、
こ
の
椀
が
後
に
肉
芳
に
愛
え
ら
れ

て
腕
の
字
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
。
『
果
韻
」
（
去
竪
二
九
）
に
「
撃
・

腕
・
椀
・
祭
・
管
」
と
腕
字
の
或
閻
が
列
琴
さ
れ
て
い
る
が
、
摯
以
外
は

全
て
、
形
竪
字
と
み
な
し
て
よ
い
。

（
ぬ
）
指

指
は
秦
簡
で
は

(51)
の
よ
う
に
「
拳
指
」
と
〔
ゆ
び
〕
の
義
で
用
い

ら
れ
る
も
の
が
多
く
見
え
る
。
他
に
一
例
だ
け
、

(64)
興
事
不
嘗
、
則
民
傷
指
（
『
為
吏
之
道
』
二
九
）

と
あ
り
、
「
指
斥
」
の
義
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
ゆ
び
」
の
義
が
動
詞
と

し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
指
よ
り
手
芳
を
除
い
た
旨
は
「
説
文
」
（
五
上
旨
部
）
に
見
え
、

「
美
也
。
以
甘
ヒ
翌
。
藩
、
古
文
旨
」
と
あ
る
。
こ
の
字
は
、
春
秋
期
の

國
差
緯
や
生
季
良
父
壺
に
見
え
、
特
に
前
者
で
は
、

(65)
攻
市
倍
躊
西
郭
蜜
四
乗
、
用
賓
旨
酉
、
侯
氏
受
輻
眉
壽
、
倖
旨

伸
瀞

と
二
度
に
わ
た
っ
て
出
る
。
字
形
は
「
説
文
j

の
古
文
に
近
く
、
「
旨
酉
」

は
「
旨
酒
」
で
『
詩
経
j

で
も
よ
く
用
い
ら
れ
る
語
で
、
下
の
旨
も
「
瀞
」

と
劉
で
あ
る
の
で
、
ほ
ぼ
同
義
で
〔
う
ま
し
〕
と
訓
ず
べ
き
も
の
で
あ
ろ

(33) 
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う
。
よ
っ
て
「
説
文
J

の
訓
と
ほ
ぼ
照
應
す
る
。
字
形
よ
り
解
す
る
と
、

古
文
の
形
が
本
来
の
も
の
で
、
氏
（
刃
器
）
を
以
て
器
中
の
肉
を
切
る
形

と
言
わ
れ
、
「
美
」
や
〔
う
ま
し
〕
と
は
元
々
肉
の
味
を
云
う
も
の
で
あ

ろ
う
。と

こ
ろ
で
こ
の
旨
と
指
の
間
に
は
義
の
闊
聯
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
。
指
が
旨
・
指
と
通
用
す
る
例
は
少
し
あ
る
が
、
出
土
文
字
資
料
中
に
、

旨
を
「
指
」
の
義
で
用
い
る
例
が
な
い
。
や
は
り
、
棺
に
封
す
る
摯
の
よ

う
に
、
指
に
封
す
る
何
ら
か
の
字
が
存
在
し
、
そ
の
右
芳
が
音
を
示
す
旨

に
愛
え
ら
れ
た
と
見
な
し
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
（
注
67)
。

な
お
、
脂
は
秦
簡
で
は
〔
あ
ぶ
ら
〕
の
義
で
用
い
ら
れ
る
が
、
『
説
文
』

（
四
下
肉
部
）
に
も
「
戴
角
者
脂
、
無
角
者
音
」
と
あ
り
、
旨
の
本
義
で

あ
る
肉
の
味
の
〔
う
ま
し
〕
よ
り
引
伸
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
初
期
的
形
竪
字
と
思
わ
れ
る
二
字
は
い
づ
れ
も
、
そ
の
偏
芳
が
身

競
と
し
て
の
手
の
部
位
を
示
す
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
。
偏
芳
添
加
字
の

中
に
、
偏
芳
が
身
腟
と
し
て
の
手
を
示
す
も
の
は
拳
一
字
で
あ
る
こ
と
も

併
せ
て
考
え
る
時
、
偏
芳
手
の
義
は
元
々
は
、
こ
の
身
競
と
し
て
の
手
の

義
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
義
よ
り
行
為
の
義
へ

と
派
生
し
て
用
い
ら
れ
、
や
が
て
そ
れ
が
手
芳
の
主
要
義
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
現
在
の
推
定
で
あ
る
（
注
68)
。

六
秦
簡
に
は
、
以
上
検
討
し
た
諸
字
の
他
に
尚
、
現
在
の
と
こ
ろ
偏
芳
添

加
字
か
形
竪
字
か
決
定
で
き
な
い
文
字
が
存
す
る
。
今
は
そ
の
用
例
と
そ

れ
に
封
應
す
る
「
説
文
』
の
説
解
を
畢
げ
て
識
者
の
教
示
を
侯
つ
こ
と
と

し
た
い
。（

ね
）
扱

(
6
6
)其宕
冗
吏
、
令
史
捺
計
者
、
及
都
倉
・
庫
•
田
亭
箇
夫
坐
離
官

風
千
郷
者
如
令
・
丞
（
「
奴
律
』
五
二
）

「
説
文
」
「
縁
也
。
以
手
象
翌
」

（
の
）
悴

、l
‘ヽ

(67)
白
畳
興
同
里
大
女
子
丙
闘
、
甲
興
丙
相
辟
（
『
封
診
式
』
八
七
）

34（
 

『
説
文
」
「
持
頭
髪
也
。
以
手
卒
竪
」

（
は
）
捜

(68)
其
段
者
死
亡
、
有
睾
母
責
也
、
吏
代
賞
、
母
摺
眠
公
器
。

段
公
器
者
有
皐
（
「
秦
律
十
八
種
』
一
〇
六
）

(69)
吏
有
五
失
、
…
…
三
日
、
撰
要
割
（
『
為
吏
之
道
』

『
説
文
」
「
専
也
。
以
手
盟
竪
」

者
撰

（
ひ
）
控

(70)
人
母
故
、
一
室
人
皆
疫
、
或
死
、
或
病
。
丈
夫
・
女
子
隋
須
扁

髪
黄
目
、
是
棠
人
生
為
鬼
。
以
沙
人
一
升
控
其
春
臼
、
以
黍
肉
食
棠
人
、

則

止

芙

（

八

五

三

反

＼

八

五

0
反）

一六）
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『
説
文
』
に
無
し
。

「
集
韻
』

（
入
翌
五
）

「
摺
也
。
通
作
蛭
」

（ふ）

(71)
尊
賢
養
翠
、
原
塑
如
廷
（
「
為
吏
之
道
」
二
七
）

「
説
文
」
に
無
し
。

（
へ
）
翠

(72)
柴
以
布
、
可
謂
壁
、
撃
布
人
公
、
如
黄
布
、
入
筒
錢
如
律
（
『
法

律
答
問
」
九
〇
）

『
説
文
」
の
措
が
こ
の
字
に
該
堂
す
る
。
「
撫
也
。
以
手
昏
翌
°

慕
也
」
。

七
以
上
の
検
討
の
上
に
立
っ
て
、
未
だ
そ
の
成
立
を
確
定
で
き
な
い
六
の

六
字
は
除
外
し
て
、
一
應
の
結
論
を
箇
條
書
き
に
ま
と
め
て
お
く
。

①
秦
簡
中
の
手
芳
字
に
は
、
元
字
の
多
義
化
の
結
果
、
そ
の
中
の
特
定

の
義
を
明
確
化
す
る
た
め
に
手
芳
を
添
加
し
て
成
立
し
た
偏
芳
添
加
字

と
、
そ
の
偏
芳
添
加
字
よ
り
更
に
進
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
初
期
的
な
形

竪
字
の
二
種
が
存
在
す
る
。

②
し
か
し
そ
の
多
く
は
偏
芳
添
加
字
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
手
芳
の
義

は
、
拳
を
除
い
て
全
て
、
手
に
よ
る
行
為
の
義
で
あ
る
。

③
初
期
的
形
竪
字
と
考
え
ら
れ
る
棺
・
指
は
い
づ
れ
も
、

そ
の
手
芳
義

一曰、

八
は
、
身
膀
と
し
て
の
手
の
部
位
の
義
で
あ
る
。
手
芳
の
義
と
し
て
は
、

こ
ち
ら
の
義
の
方
が
、
行
為
の
義
を
示
す
手
芳
義
よ
り
古
い
と
考
え
ら

れ
る
。
恐
ら
く
、
行
為
の
義
の
手
芳
は
こ
の
身
骰
と
し
て
の
手
の
義
よ

り
疲
展
し
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

④
秦
簡
の
手
芳
字
中
に
は
、
そ
れ
以
前
の
金
文
等
の
資
料
で
従
支
字
で

あ
っ
た
も
の
が
、
手
芳
字
に
麦
わ
っ
て
現
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
西
周
後

期
よ
り
春
秋
期
に
か
け
て
、
秦
を
除
く
六
國
に
お
い
て
文
を
添
加
し
て

元
字
を
動
詞
化
し
た
り
、
多
義
化
し
た
元
字
の
う
ち
動
詞
義
を
強
化
・

明
確
化
す
る
作
用
が
生
じ
、
そ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
動
詞
化
し
た

支
添
加
字
よ
り
、
手
に
よ
る
行
為
の
字
と
考
え
ら
れ
た
も
の
が
、
秦
に

お
い
て
、
手
芳
化
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
手
芳
字
の
中
に
従

支
字
の
一
部
が
と
り
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
、
従
支
字
が
産
展

し
て
手
芳
が
生
み
出
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

⑤
行
為
の
義
を
示
す
手
芳
義
は
、
身
謄
と
し
て
の
手
の
部
位
を
示
す
義

か
ら
展
開
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
義
を
示
す
手
芳
義
は
、

統
一
秦
以
前
の
資
料
に
全
く
見
え
な
い
こ
と
か
ら
み
て
、
戦
國
後
期
よ

り
統
一
期
に
か
け
て
の
秦
人
の
創
出
に
か
か
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
恐
ら

く
、
元
字
の
多
義
化
の
中
で
、
人
間
の
行
為
の
義
を
文
字
的
に
特
定
す

る
必
要
性
の
中
か
ら
生
じ
た
も
の
で
、
手
芳
字
が
、
法
的
行
為
の
定
義

集
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
「
法
律
答
問
」
の
中
で
用
い
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
の
も
こ
れ
を
裏
づ
け
て
い
る
。

(35) 
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最
後
に
、
本
論
考
の
推
定
を
更
に
補
う
も
の
と
し
て
、
手
芳
の
成
立
と

闊
係
す
る
二
種
の
文
字
の
存
在
を
指
摘
し
て
お
く
。

第
一
は
、
秦
簡
に
お
い
て
は
ま
だ
手
芳
が
添
加
さ
れ
て
お
ら
ず
、
漢
初

以
降
に
至
り
、
始
め
て
手
芳
が
添
加
さ
れ
る
文
字
で
あ
る
。

馬
王
堆
吊
書
と
同
出
の

（
ほ
）
寺

(73)
人
妻
妾
若
朋
友
死
、
其
鬼
蹄
之
者
、
以
秒
帯
牡
棘
防
熱
以
寺
之
、

則
不
来
（
「
日
書
」
八
三
一
・
八
三
〇
反
上
段
）

先
出
の
「
詰
」
の
一
種
で
あ
る
。
（
「
日
書
」
で
あ
る
の
で
字
形
の
確

認
は
出
来
な
い
が
、
今
は
そ
の
繹
文
に
基
く
）
。
こ
の
寺
は
「
持
つ
」
の

義
で
あ
る
。
（
「
待
」
と
す
る
説
も
あ
る
）
。

寺
は
春
秋
よ
り
戦
國
期
に
か
け
て
の
、
祁
公
裡
鐘
•
石
鼓
文
・
曾
侯
網

鐘
な
ど
に
見
え
、
や
は
り
「
持
」
の
義
で
用
い
ら
れ
る
。
ま
だ
手
芳
が
添

加
さ
れ
て
い
な
い
の
は
秦
簡
と
同
じ
で
あ
る
。

寺
は
『
説
文
』
（
三
下
寸
部
）
に
「
廷
也
。
有
法
度
者
也
。
以
寸
之
翌
」

と
あ
る
。
寸
に
「
持
」
の
義
が
あ
る
の
で
、
之
は
翌
符
で
あ
ろ
う
。
「
持
」

の
義
が
本
義
で
、
こ
れ
が
「
廷
府
」
の
義
に
用
い
ら
れ
る
の
は
瑕
借
の
用

法
で
あ
ろ
う
。
秦
簡
に
も
、
ト
・
史
・
司
御
・
府
と
と
も
に
寺
が
見
え
（

『
秦
律
十
八
種
j

―
三
八
）
、
既
に
秦
代
に
こ
の
瑕
借
義
が
存
し
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
持
の
字
は
「
説
文
」
に
「
握
也
」
と
あ
り
、
こ
ち
ら
の

方
に
寺
の
本
義
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
寺
に
手
芳
が
添
加
さ
れ
て
見
え
る
の
は
、

匿
書
竹
簡
に
、

(74)
必
徐
以
久
、
必
微
以
持
、

道
談
」
六
二
）

と
あ
る
の
が
初
出
で
あ
る
。

の
義
よ
り
の
引
伸
で
あ
る
。

如
已
不
已
、

女
乃
大
台
（
『
天
下
至

（
ま
）
受

(75)
蜀
自
黄
額
及
層
以
上
皆
受
之
（
『
秦
律
十
八
種
」
一
五
）

(76)
受
衣
者
、
夏
衣
以
四
月
盛
六
月
稟
之
（
『
秦
律
十
八
種
』
九

O
)

(75)
は
「
受
け
る
」
の
義
で
、

(76)
は
「
授
け
る
」
の
義
で
あ
る
。

受
は
卜
文
期
よ
り
見
え
る
古
字
で
、
泣
パ
の
形
に
書
か
れ
、
上
の
手
よ
り

ーヽノ

下
の
手
へ
盤
形
の
も
の
を
受
け
渡
す
様
の
象
形
字
で
、
義
も
こ
れ
を
承
け
、

36（
 

「
授
」
と
「
受
」
の
雨
義
で
用
い
ら
れ
る
。
金
文
で
例
を
理
げ
る
と
、
「
受

天
有
大
令
」
（
孟
鼎
）
は
「
受
」
の
義
で
、
「
王
受
乍
朋
手
書
」
（
免
殴
）

は
「
授
」
の
義
で
あ
る
。
秦
簡
も
こ
れ
を
承
け
る
も
の
で
、
受
は
雨
義
を

兼
ね
て
い
る
。

『
説
文
』
に
は
受
（
四
下
叉
部
）
は
「
相
付
也
。
以
叉
舟
省
竪
」
と
し
、

授
は
「
予
也
。
以
手
以
受
。
受
亦
翌
」
と
、
受
と
授
が
亦
翌
の
闘
係
に
あ

る
こ
と
を
云
う
。

受
に
手
芳
を
添
加
し
て
授
字
を
作
り
、
「
授
く
」
の
義
に
専
ら
用
い
る

よ
う
に
な
る
の
は
漢
初
の
よ
う
で
、
馬
王
堆
吊
書
に
、

(77)
八
主
適
悪
、
割
授
之
君
、
一
（
『
老
子
巻
後
古
侠
書
」
三
五
六
）

と
見
え
る
の
が
初
出
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
後
も
長
く
受
は
雨
義
に
用
い

ら
れ
て
い
る
。

「
持
久
」
の
義
で
あ
る
が
、
勿
論
「
持
つ
」
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及
未
演
撃
之
、

復
丈
、

可
破
也

高
六
尺
七
寸
（

（
『
春
秋
事
語
」

（
み
）
設

(78)
甲
盗
牛
、
盗
牛
時
高
六
尺
、
殻
一
歳
、

「
法
律
答
問
」
六
）

(79)
申
之
義
、
以
殻
時
、
欲
令
之
具
下
勿
議
（
『
為
吏
之
道
』
―
-
）

(78)
の
殻
は
「
繋
囚
」
で
、
〔
つ
な
ぐ
〕
の
義
で
あ
る
。
こ
の
他
に

も
秦
簡
に
は
こ
の
用
義
は
多
い
。
勿
論
後
に
繋
と
な
る
字
で
あ
る
。

(79)

は
「
注
（
二
）
j

に
「
殷
、
讀
為
撃
。
崎
、
邪
。
此
句
意
為
打
墜
邪
悪
的

人
」
と
云
う
に
従
え
ば
、
「
撃
つ
」
の
義
で
、
後
に
撃
と
な
る
字
で
あ
る
。

即
ち
、
秦
簡
に
は
殻
に
雨
義
が
存
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

殻
は
秦
簡
に
初
出
す
る
字
で
、
そ
れ
以
前
の
文
字
資
料
に
は
見
え
な
い

字
で
あ
り
、
そ
の
初
義
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
生
に
従
っ
て
い
る
こ

と
よ
り
見
て
、
「
支
撃
」
が
そ
の
初
義
で
、
や
が
て
「
係
繋
」
の
義
が
派

生
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
説
文
」
（
三
下
生
部
）
に
殻
は
、
「
相
撃
中

也
。
如
車
撃
、
故
以
生
以
患
」
と
云
い
、
昂
字
中
に
あ
る
車
字
を
説
解
に

用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
望
文
生
義
、
招
は
里
と
同
じ
く
「
嚢
袋
」
と
見

る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
注
69)
。
し
か
し
、
設
に
「
撃
」
の
義
を
富
て
る
の

は
従
う
べ
き
で
あ
る
。

設
に
手
芳
が
添
加
さ
れ
て
撃
の
字
と
な
る
の
は
、
文
字
資
料
で
は
や
は

り
馬
王
堆
吊
書
が
初
出
で
、

(80)
宋
人
寡
而
荊
人
衆
、

七
九
）

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

糸
が
添
加
さ
れ
て
〔
か
け
る
〕
の
義
の
繋
が
成
立
す
る
が
、
こ
れ
は
漢

代
も
か
な
り
下
る
時
代
の
よ
う
で
あ
る
。
阜
陽
漢
簡
「
蒼
頷
篇
』
残
簡
に

繋
が
見
え
る
が
、

L

(81)
繭
絲
菜
略
、
布
掌
繋
筆

(
C
O
―二）

と
あ
る
如
く
、
布
糸
の
種
類
を
云
う
字
で
、
『
説
文
」
(
+
三
上
糸
部
）

の
「
繋
、
緞
也
。
一
曰
、
悪
紫
也
」
と
い
う
説
解
の
「
一
曰
」
の
訓
が
こ

れ
に
嘗
る
。
漢
初
に
「
繋
係
」
の
義
に
相
嘗
す
る
繋
は
ま
だ
見
ら
れ
ず
、

撃
の
字
も

(80)
の
よ
う
に
存
在
す
る
こ
と
は
す
る
が
、
馬
王
堆
吊
書
・

銀
雀
山
竹
簡
で
は
、
般
で
雨
義
が
兼
用
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い
。

以
上
、
秦
簡
に
お
け
る
寺
・
受
・
殻
の
三
字
を
検
討
し
て
き
た
が
、
こ

れ
ら
の
字
に
手
芳
が
添
加
さ
れ
る
の
は
漢
初
以
降
で
あ
り
、
秦
代
に
は
ま

だ
手
芳
字
と
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
秦
代
に
お
け
る
手
芳
字
の

成
立
の
過
渡
期
性
を
物
語
る
も
の
と
云
え
よ
う
。

第
二
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
勁
作
の
義
の
手
芳
字
に
お
い
て
、

初
期
的
形
翌
字
が
現
わ
れ
る
の
は
い
つ
の
頃
か
ら
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

身
競
と
し
て
の
手
の
義
を
示
す
手
芳
字
に
お
い
て
、
措
・
指
の
初
期
的
形

翌
字
が
存
す
る
こ
と
は
既
に
五
で
述
べ
た
。
ま
た
、
六
で
は
、
偏
芳
添
加

字
か
形
翌
宇
か
確
定
で
き
な
い
六
字
を
奉
げ
て
お
い
た
。
こ
の
六
字
の
中

に
動
作
の
義
を
有
す
る
初
期
的
形
竪
字
が
存
す
れ
ば
話
は
別
な
の
だ
が
、

今
の
と
こ
ろ
決
定
的
證
朦
が
な
く
、
闘
聯
す
る
文
字
資
料
の
出
土
を
侯
つ

し
か
な
い
。
因
っ
て
今
の
と
こ
ろ
、
秦
代
に
は
、
動
作
義
の
初
期
形
翌
字

は
見
嘗
ら
な
い
と
し
て
お
く
よ
り
他
な
い
で
あ
ろ
う
。

今
、
時
代
は
下
る
が
、
動
作
義
の
手
芳
字
で
初
期
的
形
竪
字
と
確
定
で

(37) 



（
む
）
枡

今
本
「
易
鰹
』
の
明
夷
の
六
二
に
「
明
夷
、
夷
干
左
股
、
用
掻
、
馬
牡
‘

吉
」
と
あ
り
、
ま
た
艮
卦
の
六
二
に
「
不
掻
、
其
隅
、
其
心
不
快
」
と
あ

る
。
極
は
後
漢
期
に
は
枡
に
作
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
、

熙
平
石
笹
に
も
枡
に
作
ら
れ
（
注
70)
、
孔
彪
碑
の
「
昂
鰹
」
引
文
に
も

枡
に
作
ら
れ
て
い
る
（
注
71)
。
と
こ
ろ
が
、
馬
王
堆
出
土
の
「
易
樫
」

に
は
撥
に
作
ら
れ
て
い
る
（
注
72)
。
『
説
文
』
に
は
枡
で
畢
げ
ら
れ
て

お
り
、
「
上
畢
也
。
以
手
升
翌
。
昆
曰
、
枡
馬
壮
吉
。
撥
、
枡
或
以
登
」

と
説
解
し
、
『
易
鰹
』
引
文
の
下
に
或
競
と
し
て
撥
を
出
し
て
い
る
。

思
つ
に
、
「
上
奉
」
の
義
は
登
の
義
と
近
く
、
橙
は
登
に
手
芳
を
添
加

し
て
、
「
上
奉
」
の
義
に
應
ず
る
新
字
を
造
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
も
漢
初

に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
や
が
て
、
撥
に
お
い
て
登
が
、
よ
り
簡
昂
に
し
て

近
音
の
升
に
置
き
換
え
ら
れ
、
枡
が
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す

る
と
、
枡
は
初
期
的
形
翌
字
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
成
立
の
時
期
に

つ
い
て
は
、
『
説
文
』
の
引
樫
が
資
料
と
し
て
最
も
古
い
の
で
、
漢
初
以

降
、
後
漢
中
期
ま
で
の
相
営
長
期
間
と
す
る
よ
り
他
な
い
が
、
多
分
、
前

漢
後
期
の
「
易
痙
』
の
テ
キ
ス
ト
は
枡
に
作
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
も
う
―
つ
の
異
競
字
、
極
に
つ
い
て
は
『
昆
鰹
』
の
古
文
系
テ
キ
ス
ト

に
基
く
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
暫
く
論
じ
な
い
）
。

他
に
も
馬
王
堆
吊
書
の
中
に
お
い
て
、
揺
が
揖
に
愛
っ
て
ゆ
く
例
な
ど

が
あ
る
が
、
措
自
競
が
偏
芳
添
加
字
か
初
期
的
形
翌
字
か
確
定
で
き
な
い

40

き
る
も
の
と
し
て
、
枡
の
字
を
堅
げ
て
お
く
。

3
 

2
 

ー

「
詩
」
魏
風
・
『
毛
詩
」
で
は
「
捨
捨
女
手
」
に
作
る
。

今
本
の
「
冬
官
・
輪
人
」
に
は
「
望
其
輻
、
欲
翠
爾
而
織
也
」
と
あ

り
、
鄭
在
に
「
製
織
、
殺
小
貌
也
」
と
あ
る
。

秦
簡
の
中
に
『
編
年
記
』
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
今
（
始
皇
帝
を
指
す
）

の
出
年
ま
で
の
記
録
が
あ
る
。
秦
の
全
國
統
一
が
始
皇
帝
二
六
年
で
あ

注
の
で
、
こ
れ
も
そ
の
存
在
を
指
摘
す
る
に
止
め
て
お
く
。

更
に
出
土
文
字
資
料
の
個
々
の
字
を
椋
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ

が
、
今
の
と
こ
ろ
一
般
的
に
云
え
る
こ
と
と
し
て
、
動
作
義
の
手
芳
字
に

お
い
て
初
期
的
形
竪
字
化
が
始
ま
る
の
は
、
漢
初
以
降
と
し
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。（

以
上
の
論
考
は
、
筆
者
が

「
文
字
疲
展
過
程
に
お
け
る
偏
芳
添
加
字
の
位
置
ー
中
山
王
諸
器
銘
文

を
中
心
と
し
て
ー
」
（
「
中
國
研
究
集
刊
」
地
琥
、
一
九
八
五
）

•
「
後
起
偏
芳
「
口
」
添
加
諸
字
の
検
討
」
（
『
大
阪
産
業
大
學
論
集
（
人

文
科
學
網
）
』
六
二
琥
、
一
九
八
七
、
三
）

に
お
い
て
行
っ
て
い
る
作
業
を
承
け
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
論
考
の

初
稿
は
、
京
都
大
學
人
文
科
學
研
究
所
の
「
『
周
纏
」
春
官
研
究
班
」
（
小

南
一
郎
氏
主
催
）
の
研
究
顎
表
で
一
九
九

0
年
十
一
月
に
褻
表
し
た
も
の

だ
が
、
今
回
こ
れ
に
更
に
加
筆
し
た
）
。

(38) 
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一
九
五

る
の
で
、
秦
簡
は
、
秦
代
の
も
の
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

4

張
守
中
「
中
山
王
響
器
文
字
編
」
。

5

「
字
説
」
一
巻
、
光
緒
一
九
年
愚
賢
講
舎
重
離
本
。

6

あ
る
複
競
字
を
全
競
象
形
と
す
る
か
會
意
と
す
る
か
と
い
う
園
別
は

寅
際
は
仲
々
困
難
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
全
憫
象
形
と
は
、
象
形
の
延
長

上
に
あ
り
、
主
に
、
あ
る
劉
象
と
そ
れ
へ
の
働
き
か
け
の
手
段
の
雨
者

（
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
以
外
の
要
素
も
加
わ
る
こ
と
も
あ
る
）
を
網
競

と
し
て
象
っ
た
も
の
、
會
意
と
は
「
説
文
」
後
叙
に
云
う
「
比
類
合
誼
、

以
見
指
腐
、
武
信
是
也
」
で
、
や
や
抽
象
化
し
た
輩
腫
字
を
組
合
せ
て

一
文
字
を
創
る
こ
と
、
の
意
味
で
用
い
る
。

7

A
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
>
整
理
小
組
「
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』
（
一
九
七

七
年
、
文
物
出
版
社
）
の
「
繹
文
注
繹
」
部
分
。

8

睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
整
理
小
組
「
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
」
（
一
九
七
八
年
、

文
物
出
版
社
）
。

9

秦
簡
講
讀
會
「
「
湖
北
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
」
繹
註
初
稿
」
一
・
ニ
・

三
•
四
•
五
•
六
（
「
中
央
大
學
大
學
院
論
究
』
一O
S
一
五
）
。

10

「
左
博
」
成
公
二
年
の
文
で
、
今
本
は
「
韓
蕨
執
緊
馬
前
」
と
緊
の

後
に
馬
が
あ
る
。

11

郭
沫
若
が
最
も
詳
し
く
「
鑑
器
銘
考
繹
」
（
『
考
古
學
報
」

七
・
ニ
）
に
詳
論
が
載
る
。

12

白
川
醇
「
金
文
通
繹
」
一
九
「
鑑
駒
尊
」
。

13

「
注
二
」
で
は
、
養
育
と
す
る
。

14

与
は
『
書
契
淵
源
」
（
四
上
）
に
、
牙
と
す
る
説
が
あ
る
。

四
手
で

奉
ず
る
の
で
象
牙
の
如
き
も
の
か
。

15

後
に
畢
げ
る
『
證
記
」
證
運
の
「
典
能
」
が
「
能
に
興
す
」
と
訓
ぜ

ら
れ
る
こ
と
と
併
せ
て
、
こ
こ
も
そ
れ
に
従
う
と
す
る
説
も
あ
る
。

16

「
楚
群
』
九
章
・
渉
江
の
「
興
前
世
而
皆
然
合
、
吾
又
何
怨
乎
今
之

人
」
も
「
前
世
を
奉
げ
て
」
と
訓
む
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

17

「
繋
偲
』
に
錯
の
按
語
を
載
せ
「
象
人
足
欲
行
、
従
後
蹟
之
、
故
各

字
従
之
也
。
會
意
」
と
す
る
。

18

河
南
文
物
研
究
所
『
信
陽
楚
墓
」
附
録
「
信
陽
楚
簡
繹
文
典
考
繹
」
。

19

「
説
文
』
所
引
の
博
の
出
典
は
不
明
。

20

鄭
注
に
「
教
令
厳
也
」
と
あ
る
。

21

「
繹
文
』
で
は
「
而
躙
其
捷
」
の
下
に
「
在
接
反
。
崖
讀
、
若
唯
無
諮

王
公
、
絶
句
。
必
将
栞
人
而
闘
、
絶
句
。
捷
作
接
、
其
接
、
引
頗
也
」

と
あ
り
、
崖
本
で
は
句
讀
を
異
に
す
る
。

22

他
に
穀
縛
に
「
大
攻
尼
」
と
い
う
官
職
名
が
見
え
る
。
こ
れ
も
元
は

車
拒
を
掌
る
官
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

23
金
谷
治
詞
・
注
『
孫
腋
兵
法
』
で
は
こ
の
文
を
「
鼓
し
て
こ
れ
を
坐

（
挫
）
し
、
十
に
し
て
こ
れ
を
描
く
」
と
訓
み
、
「
お
そ
ら
く
こ
の
句

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
敵
兵
を
誘
い
こ
む
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ

ろ
う
」
と
云
う
。
従
う
べ
き
で
あ
る
。

24

「
晉
國
出
土
載
書
考
」
（
「
古
史
春
秋
』
二
琥
）
で
吉
本
氏
は
こ
の

字
を
「
倫
」
「
漁
」
と
解
す
る
説
を
奉
げ
、
「
い
づ
れ
に
し
て
も
「
出

入
」
を
修
飾
す
る
副
詞
と
な
る
が
、
確
解
は
得
難
い
」
と
云
う
。

25

「
雨
周
金
文
癖
大
系
」
考
繹
八
二
に
”
甫
象
韓
二
“
者
恙
三
象

(39) 
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官
吏
の
任
免
を
云

本
有
三
章
、
此
撫
其
二
章
也
」
と
云
う
。

26

「
西
周
銅
器
断
代
」
（
六
）
（
『
考
古
學
報
」
一
九
五
六
ー
四
）
に

「
此
銘
上
言
作
兎
網
、
下
言
匡
甫
兎
二
、
甫
即
捕
字
」
と
云
う
。
象
を

兎
と
繹
す
る
の
に
基
く
。

27

「
金
文
通
繹
」
ニ
ニ
。

28

文
は
「
牛
羊
之
肺
、
離
而
不
提
心
」
と
あ
り
、
鄭
注
は
後
に
「
到
離

之
、
不
絶
中
央
少
者
、
使
昆
絶
以
祭
耳
」
と
云
う
。

29

「
目
祠
也
」
に
作
る
本
が
あ
る
が
、
段
注
に
「
司
者
今
之
伺
字
」
と

す
る
の
が
よ
い
。

30

『
説
文
新
義
」
巻
三
、
頁
八
九
。

31

こ
の
字
と
開
聯
づ
け
て
説
く
も
の
に
「
鞍
字
説
」
（
『
字
説
」
所
収
）

が
あ
る
。

32

「
恵
氏
讀
説
文
記
』
（
第
十
四
）
（
「
小
學
類
編
』
所
収
）
。

33

今
本
で
は
「
批
把
」
或
い
は
「
琵
琶
」
に
作
り
、
「
此
近
世
業
家
所

作
、
不
知
誰
也
。
以
手
批
把
、
因
以
為
名
」
と
あ
る
。
恵
棟
の
握
っ
た

本
は
不
明
で
あ
る
。

34

以
下
「
日
書
」
の
引
用
は
、
八
雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
>
編
鴬
組
「
雲
夢

睡
虎
地
秦
墓
』
（
一
九
八
一
年
、
文
物
出
版
社
）
を
用
い
る
。

3
5
胞
は
包
•
胞
に
績
い
て
載
り
、
「
狐
也
。
以
包
以
考
竪
。
包
取
其
可

包
蔵
物
也
」
と
あ
る
。
芭
は
「
帥
也
。
南
陽
以
為
靡
腹
。
以
丹
包
竪
」

と
あ
る
が
、
『
證
記
」
曲
朧
上
に
「
芭
茸
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
字
で
、

そ
の
「
繹
文
J

に
「
褻
也
」
と
あ
る
。

36

秦
簡
で
は
「
賊
」
の
義
で
用
い
ら
る
夫
も
あ
る
。

（
『
秦
律
十
八
種
』

う
文
で
、其

有
死
亡
及
故
有
夫
者
、
為
補
之
、
母
須
時
、

一
五
八
）

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
「
か
け
る
」
の
義
も
夫
よ
り
の
引
伸

義
で
あ
る
。

37

「
金
文
詰
林
』
第
五
朋
所
引
の
『
中
國
字
例
」
。

38

師
古
注
に
「
揺
、
正
也
。
摘
興
矯
同
。
其
字
従
手
也
」
と
あ
る
。

3
9

「
大
雅
•
板
」
に
「
小
子
蹟
蹟
」
と
あ
り
、
毛
偲
に
「
蒻
貌
」
と
云

う
。
他
に
も
三
例
見
え
る
。

40

『
説
文
詰
林
』
第
十
朋
、
喬
字
の
條
所
引
。

41

『
説
文
詰
林
』
第
十
二
冊
、
氏
字
の
條
所
引
。

42

「
食
貨
志
下
」
の
文
。

43

「
説
文
新
義
』
巻
十
二
、
頁
―
四
三
。

44
中
山
王
魯
方
壺
に
諏
が
見
え
、
「
諏
廊
之
訛
」
と
〔
そ
し
る
〕
の
義

で
み
え
る
。

45

「
呉
都
賦
」
（
「
文
選
』
巻
五
）
に
「
干
函
生
艇
」
と
あ
る
。

46
今
本
「
司
馬
法
』
に
は
此
文
は
無
い
。
「
繋
博
』
は
引
文
を
「
執
羽

以
投
」
と
す
る
。

47

湖
北
省
博
物
館
「
曾
疾
乙
墓
」
上
、
頁
二
九
ニ
ー
五
°

48

「
乙
本
」
で
は
こ
の
部
分
は
映
落
。

49
清
、
宋
保
「
諧
竪
補
逸
』
（
「
説
文
詰
林
』
第
十
二
用
、
投
字
の
條

所
引
）
。

50

「
説
文
新
義
』
巻
十
、

友
字
の
條
。

(40) 
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51

「
詩
三
家
義
集
疏
』
（
巻
二
）
に
齊
詩
と
す
る
。

52

部
球
柏
『
吊
書
周
昂
校
繹
』
の
注
に
「
通
行
本
作
”
抜
“
。
疑
”
友
“

即
”
抜
“
之
初
文
、
”
抜
“
為
”
友
“
之
加
偏
芳
字
。
”
抜
“
行
而
”

友
“
磨
」
と
云
い
、
「
甘
棠
」
の
毛
偲
、
「
説
文
」
の
度
を
引
い
た
後
、

更
に
「
左
偲
」
倍
十
五
年
の
「
反
首
抜
舎
」
を
引
い
て
、

明
抜
•
茨
•
炭
三
字
通
用
。
在
草
舎
•
草
止
的
意
義
上
、
茨
•
炭
・

抜
賓
同
一
詞
。
友
、
則
其
初
文
也
。
加
草
芳
以
明
茨
舎
所
用
的
材
料
。

加

"r“
象
高
屋
酎
刺
之
形
。
加
”
手
“
以
示
草
舎
為
手
編
制
而
成
、

賓
則
緊
贅
。
友
、
本
為
雨
手
交
迭
的
動
作
、
示
所
用
之
材
料
、
”
友
“

之
本
義
為
編
抜
草
料
以
蓋
屋
宇
、
此
乃
菱
舎
之
本
義
。

と
云
う
。
尚
、
吊
書
「
昆
』
は
窯
慎
版
が
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。

53

湖
北
省
文
化
局
文
物
工
作
隊
「
湖
北
江
陵
三
座
楚
墓
出
土
大
批
重
要

文
物
」
（
『
文
物
j
―
九
六
六
•
五
）
所
載
の
圏
二
四
の
左
よ
り
第
三

簡
。
尚
、
「
瑕
借
遡
原
」
に
「
原
奔
」
の
一
縮
が
あ
る
。

54

朝
鮮
、
櫂
丙
勲
の
著
。
第
十
朋
、
操
字
の
條
°

55

「
國
文
研
究
集
刊
」
第
十
一
期
。
尚
、
魯
氏
の
著
で
あ
る
『
瑕
借
遡

原
』
頁
十
一
に
も
同
様
の
説
が
簡
輩
に
載
る
。

5
6
上
之
一
、
支
部
。
尚
、
「
汗
簡
』
に
は
清
•
鄭
珍
の
『
汗
簡
箋
正
」

が
あ
り
、
「
汗
簡
」
採
字
の
書
に
つ
い
て
考
證
が
あ
る
。

57

宋
の
夏
棘
の
撰
。
四
巻
。

58

「
観
堂
集
林
」
（
巻
七
）
「
戦
國
時
秦
用
描
文
六
國
用
古
文
説
」
に

詳
し
い
。

59

例
え
ば
『
段
注
』
の
「
下
象
掌
、
上
象
指
爪
、
是
為
象
形
」
な
ど
で

あ
る
。

60

白
川
静
氏
は
「
掌
を
ひ
ろ
げ
て
播
き
散
ら
す
意
で
、
分
散
播
布
の
意

が
あ
る
」
（
『
字
統
」
播
字
）
と
す
る
。

61

「
雨
周
金
文
癖
大
系
』
に
「
枚
即
播
之
異
文
、
説
文
播
古
文
作
散
、

此
省
以
釆
、
釆
番
古
文
一
字
。
播
者
布
也
。
『
義
枝
叡
平
不
従
早
右
征
』

謂
宜
宣
布
之
於
其
不
従
其
長
上
征
者
、
古
人
尚
右
、
故
此
以
右
為
長
上

之
称
」
と
云
う
。
郭
氏
は
叡
を
諸
と
繹
す
る
。

62
白
川
氏
の
訓
み
は
「
よ
ろ
し
く
、
あ
あ
、
蕨
の
、
蕨
の
右
征
に
従
は

ざ
る
を
播
す
べ
し
。
今
播
さ
ざ
れ
ば
、
其
れ
師
院
に
内
る
る
有
ら
ん
、

と
」
で
あ
る
（
「
金
文
通
繹
」
一
三
）
。

63

偏
芳
添
加
字
と
初
期
的
形
翌
字
の
闊
係
は
「
文
字
狸
展
過
程
に
お
け

る
偏
芳
添
加
字
の
位
置
」
（
『
中
國
研
究
集
刊
』
地
琥
）
で
か
つ
て
論

じ
た
。

64

「
山
東
臨
胞
狸
現
齊
・
郡
・
曾
諸
國
銅
器
」
（
『
文
物
」
一
九
八
三

•
十
二
）
。

65

前
注
に
載
る
器
銘
の
拓
本
は
不
鮮
明
で
、
浦
字
が
確
認
し
難
か
っ
た

が
、
後
『
股
周
金
文
集
成
」
第
五
朋
、
二
七
五

0
に
「
上
曾
太
子
鼎
」

と
し
て
載
り
、
こ
の
拓
は
鮮
明
で
あ
る
。

66

注
64
の
「
文
物
』
に
、
孫
敬
明
・
何
琳
儀
・
黄
錫
全
の
「
山
東
臨
胸

新
出
銅
器
銘
文
考
繹
及
有
闘
問
題
」
が
載
り
、
こ
れ
に
「
”
心
聖
若
情
“

富
讀
”
心
聖
而
慮
“
」
と
云
い
、
以
下
に
考
證
が
あ
る
。

67

張
舜
徽
「
説
文
解
字
約
注
』
（
巻
二
三
）
指
字
の
條
に
、

惟
人
有
手
足
之
殊
、
其
他
動
物
、
四
競
一
也
。
故
掌
訓
手
中
、
而

(41) 
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熊
足
則
稲
熊
掌
芙
°
於
文
、
在
手
為
指
、
在
足
為
止
。
指
•
止
雙
竪
、

寅
一
語
耳
。
止
乃
趾
之
古
文
、
金
文
作

9
、
象
足
趾
之
形
、
亦
兼
象

手
指
之
形
。
指
乃
後
起
形
竪
字
、
其
音
義
並
得
之
於
止
。
止
之
為
言
枝

也
、
謂
若
木
之
有
小
枝
也
。
人
以
髪
為
根
、
首
為
本
、
謳
競
為
斡
、
手

足
為
枝
、
則
指
典
止
皆
其
小
枝
也
。

と
云
う
。
趾
と
指
の
音
義
を
止
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
指
の
形
竪

よ
り
前
の
字
形
を
或
い
は
止
と
す
る
も
の
か
。

68
窯
渓
版
で
は
字
形
の
確
認
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
本
文
で
は
と
り

あ
げ
な
か
っ
た
が
、
「
日
書
』
の
繹
文
に
見
え
る
字
で
、
披
が
あ
る
。

即
ち
、

在
腋
者
愛
（
「
日
書
』
八
八
二
）

と
あ
り
、
こ
こ
は
『
日
書
j

の
う
ち
「
人
字
占
」
と
呼
ば
れ
る
部
分

で
、
竹
簡
五
本
分
の
上
部
に
五
肢
を
開
い
た
人
競
形
が
賓
か
れ
、
そ
の

下
に
「
央
頸
者
貴
」
と
か
「
在
足
下
者
賤
」
な
ど
の
、
身
競
部
位
の
ど

の
部
分
に
嘗
れ
ば
ど
う
か
と
い
う
い
く
つ
か
の
占
文
の
う
ち
の
一
で
あ

る
。
因
っ
て
こ
の
腋
は
「
腋
脇
」
の
義
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ

の
腋
字
の
愛
遷
を
考
え
て
み
よ
う
。
亦
は
元
々
、
大
（
人
の
形
）
の
雨

腋
部
に
貼
を
加
え
て
、
腋
部
を
指
示
す
る
字
で
あ
っ
た
が
、
金
文
で
は

「
も
ま
た
」
と
い
う
景
重
を
意
味
す
る
個
借
字
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
。
い
わ
ば
初
義
よ
り
も
個
借
義
が
主
要
義
と
な
っ
た
詞
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
初
義
の
「
腋
脇
」
の
義
の
方
を
明
確
に
す
る
た
め
、
音
を
示
す

タ
を
加
え
て
伶
（
即
ち
夜
）
が
作
ら
れ
た
が
、
こ
れ
も
金
文
で
は
「
夙

夜
」
と
い
う
よ
う
に
「
夜
夕
」
の
義
に
多
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
こ
で
、
更
に
手
や
肉
が
添
加
さ
れ
て
、
液
•
腋
の
字
が
成
立
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
馬
王
堆
瞥
書
に
は
、
夜
が
「
夜
夕
」
の
義
で
用
い

ら
れ
る
他
に
、
「
腋
脇
」
の
義
で
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
更
に
、
腋
字

も
一
例
あ
り
、
漢
初
に
お
い
て
、
「
腋
脇
」
義
が
夜
よ
り
腋
へ
愛
っ
て

ゆ
く
過
渡
性
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
秦
簡
の
披
字
の
方
は
、

「
日
書
』
の
繹
文
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
秦
代
に
お
い
て
身
競
と
し
て

の
手
の
義
の
手
芳
が
夜
に
添
加
さ
れ
た
も
の
で
、
摩
と
同
位
相
に
あ
る

字
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
「
説
文
」
に
は
腋
字
は
載
ら
な
い
。
手
部
に

披
が
あ
り
、
「
以
手
持
臀
投
地
也
。
以
手
夜
翌
。
一
日
、
臀
下
也
」
と
あ

り
、
勁
作
義
と
身
競
義
の
雨
義
を
奉
げ
る
。
「
一
日
」
の
身
競
義
の
方

が
秦
簡
の
披
に
應
じ
て
い
る
。
動
作
義
の
字
は
、
勁
作
義
と
し
て
の
手

芳
義
が
形
成
さ
れ
て
以
降
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
漢

初
に
腋
字
が
成
立
し
て
「
腋
脇
」
の
義
は
こ
ち
ら
が
専
ら
握
う
こ
と
と

な
り
、
腋
で
は
動
作
義
が
主
要
義
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

69

「
説
文
新
義
』
（
巻
三
）
の
設
字
の
條
。

70

馬
衡
『
漢
石
鰹
集
存
J

(
三
）
周
易
の
二
三
七
石
に
艮
卦
の
枡
が
残

っ
て
い
る
。

71

孔
彪
碑
は
、
孔
彪
が
建
寧
四
年
（
一
七
一
年
）
七
月
に
卒
し
て
い
る

の
で
、
そ
れ
よ
り
二
、
三
年
内
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

に
「
愛
尚
桓
桓
、
枡
馬
躙
害
」
と
あ
る
。

72

馬
王
堆
「
昂
痙
」
の
鴬
箕
版
は
未
疲
表
。
因
っ
て
繹
文
は
、
部
球
拍

の

言
E

書
周
易
校
繹
j

に
基
く
。
明
夷
で
は
「
明
夷
、
夷
干
左
股
、
用

援
馬
床
、
吉
」
と
あ
る
。

(42) 
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（
補
註
）

手
芳
字
と
言
芳
字
の
密
接
な
闘
係
を
窺
わ
せ
る
も
の
と
し
て
、
秦
簡
に

諒
字
が
見
え
る
。

治
獄
、
能
以
書
従
迩
其
言
、
母
治
諒
而
得
人
請
為
上
（
「
封
診
式
J

一）

と
、
「
治
諒
」
と
連
文
で
用
い
ら
れ
る
。
「
治
諒
」
は
『
史
記
J

(
酷
吏

博
）
や
「
淮
南
子
」
（
時
則
訓
）
に
「
笞
掠
」
に
作
ら
れ
る
法
律
用
語
で
、

筈
う
っ
て
拷
問
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
諒
が
漢
初
に
な
お
諒
に
作
ら
れ

て
い
た
こ
と
は
、
阜
陽
漢
簡
『
蒼
頷
篇
』
残
簡
に
、

殺
捕
獄
問
、
諒
…
…

(
C
O
四
二
）

と
あ
る
こ
と
よ
り
確
認
で
き
る
。
掠
は
「
説
文
』
に
見
え
な
い
。
諒
は
載

る
こ
と
は
載
る
が
、
「
信
也
」
と
あ
り
、

恐
ら
く
後
起
の
義
で
あ
ろ
う
。

出
土
資
料
の
義
と
は
合
わ
な
い
。

（
後
書
き
）

本
論
考
が
初
校
を
侯
つ
間
に
、
「
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』
（
一
九
九

0
年

九
月
）
が
日
本
に
招
来
さ
れ
た
。
こ
の
本
は
、
「
日
書
」
も
含
め
て
、
鴬

渓
・
繹
文
と
も
完
備
さ
れ
た
、
睡
虎
地
竹
簡
の
定
本
と
も
云
う
べ
き
も
の

で
あ
る
。
本
論
考
も
、
こ
の
本
の
篤
異
や
繹
文
に
因
っ
て
訂
正
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
箇
虞
が
少
な
か
ら
ず
存
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
既
に
論
考
が
印

刷
に
廻
っ
て
い
て
、
如
何
と
も
出
来
な
か
っ
た
。
い
づ
れ
、
加
筆
・
訂
正

を
加
え
る
べ
き
は
加
え
た
い
。

(43) 


